
議案第１６号 

 

 

厚木市行政手続条例の一部を改正する条例について 

 

 

厚木市行政手続条例の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

令和８年２月１８日提出 

 

 

                      厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

行政手続法の一部改正の趣旨にのっとり、聴聞の通知の方式に係る規定を改めるほか、

所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改正する。 
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厚木市行政手続条例の一部を改正する条例 

 

厚木市行政手続条例（平成９年厚木市条例第12号）の一部を次のように改正す

る。 

第15条第１項各号列記以外の部分中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第

３項中「名あて人」を「名宛人」に、「その者の氏名、同項第３号及び第４号に

掲げる事項並びに当該市長等が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつで

もその者に交付する旨を当該市長等の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示

の方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、

第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該市長等が同項各号に掲げる

事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公

示事項」という。）を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧すること

ができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該市長等の事

務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の

映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとること

によって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日から２

週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

第16条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

第22条第３項中「第15条第３項」及び「同条第３項」の次に「及び第４項」を

加え、「名あて人」を「名宛人」に改め、「と、」の次に「同項中」を加え、「掲

示を始めた日から２週間を経過した」を削り、「、掲示を始めた」を「、当該措

置を開始した」に改める。 

第29条中「第15条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、「「同項第３

号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第28条第３号」

に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第15条第３項後段」を「第

15条第４項後段」に改める。 

 

附 則 

１ この条例は、令和８年５月21日から施行する。 

２ この条例による改正後の第15条第３項及び第４項（これらの規定を準用す

る場合を含む。）の規定は、この条例の施行の日以後にする通知について適用

し、同日前にした通知については、なお従前の例による。 
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新旧対照表 
新 旧 

(聴聞の通知の方式) (聴聞の通知の方式) 
第15条 市長等は、聴聞を行うに当たっては、

聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおい

て、不利益処分の名宛人となるべき者に対

し、次に掲げる事項を書面により通知しなけ

ればならない。 

第15条 市長等は、聴聞を行うに当たっては、

聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおい

て、不利益処分の名あて人となるべき者に対

し、次に掲げる事項を書面により通知しなけ

ればならない。 
(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

2 略 2 略 
3 市長等は、不利益処分の名宛人となるべき者

の所在が判明しない場合においては、第1項の

規定による通知を、公示の方法によって行う

ことができる。 

3 市長等は、不利益処分の名あて人となるべき

者の所在が判明しない場合においては、第1項
の規定による通知を、その者の氏名、同項第3
号及び第4号に掲げる事項並びに当該市長等が

同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつ

でもその者に交付する旨を当該市長等の事務

所の掲示場に掲示することによって行うこと

ができる。この場合においては、掲示を始め

た日から2週間を経過したときに、当該通知が

その者に到達したものとみなす。 
4 前項の公示の方法による通知は、不利益処分

の名宛人となるべき者の氏名、第1項第3号及

び第4号に掲げる事項並びに当該市長等が同項

各号に掲げる事項を記載した書面をいつでも

その者に交付する旨(以下この項において「公

示事項」という。)を規則で定める方法により

不特定多数の者が閲覧することができる状態

に置くとともに、公示事項が記載された書面

を当該市長等の事務所の掲示場に掲示し、又

は公示事項を当該事務所に設置した電子計算

機の映像面に表示したものの閲覧をすること

ができる状態に置く措置をとることによって

行うものとする。この場合においては、当該

措置を開始した日から2週間を経過したとき

に、当該通知がその者に到達したものとみな

す。 

 

(代理人) (代理人) 
第16条 前条第1項の通知を受けた者(同条第4項

後段の規定により当該通知が到達したものと

みなされる者を含む。以下「当事者」とい

う。)は、代理人を選任することができる。 

第16条 前条第1項の通知を受けた者(同条第3項
後段の規定により当該通知が到達したものと

みなされる者を含む。以下「当事者」とい

う。)は、代理人を選任することができる。 
2～4 略 2～4 略 
  

(続行期日の指定) (続行期日の指定) 
第22条 略 第22条 略 
2 略 2 略 
3 第15条第3項及び第4項の規定は、前項本文の

場合において、当事者又は参加人の所在が判

3 第15条第3項の規定は、前項本文の場合にお

いて、当事者又は参加人の所在が判明しない

参考資料 
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明しないときにおける通知の方法について準

用する。この場合において、同条第3項及び第

4項中「不利益処分の名宛人となるべき者」と

あるのは「当事者又は参加人」と、同項中

「とき」とあるのは「とき(同一の当事者又は

参加人に対する2回目以降の通知にあっては、

当該措置を開始した日の翌日)」と読み替える

ものとする。 

ときにおける通知の方法について準用する。

この場合において、同条第3項中「不利益処分

の名あて人となるべき者」とあるのは「当事

者又は参加人」と、「掲示を始めた日から2週
間を経過したとき」とあるのは「掲示を始め

た日から2週間を経過したとき(同一の当事者

又は参加人に対する2回目以降の通知にあって

は、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるも

のとする。 
  

(聴聞に関する手続の準用) (聴聞に関する手続の準用) 
第29条 第15条第3項及び第4項並びに第16条の

規定は、弁明の機会の付与について準用す

る。この場合において、第15条第3項中「第1
項」とあるのは「第28条」と、同条第4項中

「第1項第3号及び第4号」とあるのは「第28条
第3号」と、第16条第1項中「前条第1項」とあ

るのは「第28条」と、「同条第4項後段」とあ

るのは「第29条において準用する第15条第4項
後段」と読み替えるものとする。 

第29条 第15条第3項及び第16条の規定は、弁

明の機会の付与について準用する。この場合

において、第15条第3項中「第1項」とあるの

は「第28条」と、「同項第3号及び第4号」と

あるのは「同条第3号」と、第16条第1項中

「前条第1項」とあるのは「第28条」と、「同

条第3項後段」とあるのは「第29条において準

用する第15条第3項後段」と読み替えるものと

する。 
  

 



議案第１７号 

 

 

厚木市公告式条例の一部を改正する条例について 

 

 

厚木市公告式条例の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

令和８年２月１８日提出 

 

 

                      厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

本市における条例の公布等の方法を、インターネットを利用する方法に変更するほか、

所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改正する。 
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厚木市公告式条例の一部を改正する条例 

 

厚木市公告式条例（昭和30年厚木市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「市役所の掲示場に掲示してこれを行う」を「インターネット

を利用して行う」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、市長が必要と認めるときは、これに代えて、市役所の掲示場に掲示

して行うものとする。 

第３条から第５条までを次のように改める。 

（市長の定める規則の公布） 

第３条 市長の定める規則（以下「市規則」という。）を公布しようとするとき

は、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。 

２ 前条第２項の規定は、市規則に準用する。 

（市長の定める規程の公表） 

第４条 第２条第２項及び前条第１項の規定は、市長の定める規程（以下「市規

程」という。）で公表を要するものに準用する。 

（市長以外の市の機関の定める規則の公布等） 

第５条 第２条第２項及び第３条第１項の規定は、議会の会議規則その他市長

以外の市の機関（教育委員会を除く。以下同じ。）の定める規則で公布を要す

るもの及び規程で公表を要するものに準用する。この場合において、第２条第

２項ただし書中「市長」とあるのは「市長以外の市の機関（教育委員会を除く。

以下同じ。）」と、第３条第１項中「市長の」とあるのは「市長以外の市の機

関の」と、「市長名」とあるのは「当該機関名」と読み替えるものとする。 

第６条中「規則又は市長」を「市規則若しくは市規程又は市長」に、「当該」

を「これらの」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の厚木市公告式条例の規定は、この条例の施行の日

以後に公布し、又は公表する条例、市規則若しくは市規程又は市長以外の市の

機関の定める規則若しくは規程について適用し、同日前に公布し、又は公表す

る条例、市規則若しくは市規程又は市長以外の市の機関の定める規則若しく

は規程については、なお従前の例による。 

（厚木市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

３ 厚木市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年厚木市条例

第１号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１号中「市役所の掲示場に掲示する」を削り、同条中第３号を削り、

第４号を第３号とする。 
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新旧対照表 
※ 下線部分が変更部分 

新 旧 
(条例の公布) (条例の公布) 

第2条 略 第2条 略 
2 条例の公布は、インターネットを利用して行

う。ただし、市長が必要と認めるときは、こ

れに代えて、市役所の掲示場に掲示して行う

ものとする。 

2 条例の公布は、市役所の掲示場に掲示してこ

れを行う。 

(市長の定める規則の公布) (規則の公布) 
第3条 市長の定める規則(以下「市規則」とい

う。)を公布しようとするときは、公布の旨の

前文、年月日及び市長名を記入しなければな

らない。 

第3条 前条の規定は、規則に準用する。 

2 前条第2項の規定は、市規則に準用する。  
(市長の定める規程の公表) (規程の公表) 

第4条 第2条第2項及び前条第1項の規定は、市

長の定める規程(以下「市規程」という。)で公

表を要するものに準用する。 

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公

表しようとするときは、公表の旨の前文、年

月日及び市長名を記入して市長印を押さなけ

ればならない。 
 2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用す

る。 
(市長以外の市の機関の定める規則の公布等) (市長以外の市の機関の定める規則の公布等) 

第5条 第2条第2項及び第3条第1項の規定は、議

会の会議規則その他市長以外の市の機関(教育

委員会を除く。以下同じ。)の定める規則で公

布を要するもの及び規程で公表を要するもの

に準用する。この場合において、第2条第2項
ただし書中「市長」とあるのは「市長以外の

市の機関(教育委員会を除く。以下同じ。)」
と、第3条第1項中「市長の」とあるのは「市

長以外の市の機関の」と、「市長名」とある

のは「当該機関名」と読み替えるものとす

る。 

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則その他

市長以外の市の機関(教育委員会を除く。以下

同じ。)の定める規則で公布を要するものに準

用する。この場合において、同条第1項中「市

長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代

表する者」と読み替えるものとする。 
 

 2 前条の規定は、市長以外の市の機関の定める

規程で公表を要するものに準用する。 
(施行期日の特例) (施行期日の特例) 

第6条 市規則若しくは市規程又は市長以外の市

の機関の定める規則若しくは規程は、これら

の規則又は規程をもって施行期日を定めるこ

とができる。 

第6条 規則又は市長以外の市の機関の定める規

則若しくは規程は、当該規則又は規程をもっ

て施行期日を定めることができる。 

  
厚木市人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例の一部改正（附則第３項関係）  

厚木市人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例の一部改正（附則第３項関係） 

(公表の方法) (公表の方法) 
第 7 条 前条の公表は、次に掲げる方法で行

う。 
第 7 条 前条の公表は、次に掲げる方法で行

う。 

参考資料 
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(1) 厚木市公告式条例(昭和 30 年厚木市条例

第 1 号) 第 2 条第 2 項に規定する方法 
(1) 厚木市公告式条例(昭和 30 年厚木市条例

第 1 号)第 2 条第 2 項に規定する市役所の掲

示場に掲示する方法 

(2) 略 (2) 略 

 (3) インターネットを利用して閲覧に供する

方法 

(3) 略 (4) 略 

  

 



議案第１８号 

 

 

厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 

厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

令和８年２月１８日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

職員の仕事と生活の両立支援の更なる拡充を図ることを目的に、子育て部分休暇を新設

するため、本条例の一部を改正する。 
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厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和43年厚木市条例第32号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「法律第110号」の次に「。以下「育児休業法」という。」

を加え、「同法」を「育児休業法」に改め、同条第４項中「地方公務員の育児

休業等に関する法律」を「育児休業法」に改める。 

第８条第２項中「及び組合休暇」を「、組合休暇及び子育て部分休暇」に改

める。 

第13条の次に次の１条を加える。 

（子育て部分休暇） 

第13条の２ 子育て部分休暇は、職員（育児短時間勤務職員等、任期付短時間

勤務職員及び育児休業法第19条第１項の規定による部分休業の承認を受ける

ことができる職員を除く。以下この条において同じ。）が小学校就学の始期

から12歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子（民法（明治29

年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員との間にお

ける同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者

（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であ

って、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組

里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で

定める者を含む。以下同じ。）を養育するため、１日の勤務時間の全部又は

一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とす

る。 

２ 子育て部分休暇の時間は、子を養育するために次の各号のいずれかの時間

を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。 

(1) １日につき２時間 

(2) １年度につき77時間30分（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、当

該定年前再任用短時間勤務職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に10を乗

じて得た時間） 

第14条の２第１項及び第４項中「（民法（明治29年法律第89号）第817条の

２第１項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子

縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が

裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定により同法第

６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その

他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同

じ。）」を削る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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（厚木市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

２ 厚木市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成23年厚

木市条例第15号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「又は介護休暇」を「、介護休暇」に改め、「休暇をい

う。）」の次に「又は子育て部分休暇（当該職員がその小学校就学の始期か

ら12歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子を養育するため１

日の勤務時間の全部又は一部につき勤務しないことが相当であると認められ

る場合における休暇をいう。)」を加える。 
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新旧対照表 
新 旧 

(1週間の勤務時間) (1週間の勤務時間) 
第2条 略 第2条 略 
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3
年法律第110号。以下「育児休業法」とい

う。)第10条第3項の規定により同条第1項に規

定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤

務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法

第17条の規定による短時間勤務をすることと

なった職員を含む。以下「育児短時間勤務職

員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、

当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条

の規定による短時間勤務をすることとなった

職員にあっては、同条の規定によりすること

となった短時間勤務の内容。以下「育児短時

間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者

が定める。 

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3
年法律第110号)第10条第3項の規定により同条

第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短

時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法

第17条の規定による短時間勤務をすることと

なった職員を含む。以下「育児短時間勤務職

員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、

当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条

の規定による短時間勤務をすることとなった

職員にあっては、同条の規定によりすること

となった短時間勤務の内容。以下「育児短時

間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者

が定める。 

3 略 3 略 
4 育児休業法第18条第1項又は厚木市一般職の

任期付職員の採用等に関する条例(平成23年厚

木市条例第1号)第4条の規定により採用された

職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)
の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休

憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1
週間当たり31時間までの範囲内で任命権者が

定める。 

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条
第1項又は厚木市一般職の任期付職員の採用等

に関する条例(平成23年厚木市条例第1号)第4条
の規定により採用された職員(以下「任期付短

時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項
の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間

を超えない期間につき1週間当たり31時間まで

の範囲内で任命権者が定める。 
  

(休暇の種類) (休暇の種類) 
第8条 略 第8条 略 
2 無給休暇は、介護休暇、介護時間、組合休暇

及び子育て部分休暇とする。 
2 無給休暇は、介護休暇、介護時間及び組合休

暇とする。 
  

(子育て部分休暇)  
第13条の2 子育て部分休暇は、職員(育児短時

間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及び育

児休業法第19条第1項の規定による部分休業の

承認を受けることができる職員を除く。以下

この条において同じ。)が小学校就学の始期か

ら12歳に達する日以後の最初の3月31日までの

間にある子(民法(明治29年法律第89号)第817
条の2第1項の規定により職員が当該職員との

間における同項に規定する特別養子縁組の成

立について家庭裁判所に請求した者(当該請求

に係る家事審判事件が裁判所に係属している

場合に限る。)であって、当該職員が現に監護

するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4

 

参考資料 
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第2号に規定する養子縁組里親である職員に委

託されている児童その他これらに準ずる者と

して規則で定める者を含む。以下同じ。)を養

育するため、1日の勤務時間の全部又は一部に

つき勤務しないことが相当であると認められ

る場合における休暇とする。 
2 子育て部分休暇の時間は、子を養育するため

に次の各号のいずれかの時間を超えない範囲

内で必要と認められる時間とする。  

 

(1) 1日につき2時間  
(2) 1年度につき77時間30分(定年前再任用短

時間勤務職員にあっては、当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤務日1日当たりの勤務

時間数に10を乗じて得た時間) 

 

  
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間

外勤務の制限) 
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間

外勤務の制限) 
第14条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達

するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該

子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日

の午前5時までの間をいう。以下この項におい

て同じ。)において常態として当該子を養育す

ることができるものとして市長の定める者に

該当する場合における当該職員を除く。)が、

規則で定めるところにより、当該子を養育す

るために請求した場合には、公務の正常な運

営を妨げる場合を除き、深夜における勤務を

させてはならない。 

第14条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達

するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第81
7条の2第1項の規定により職員が当該職員との

間における同項に規定する特別養子縁組の成

立について家庭裁判所に請求した者(当該請求

に係る家事審判事件が裁判所に係属している

場合に限る。)であって、当該職員が現に監護

するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4
第2号に規定する養子縁組里親である職員に委

託されている児童その他これらに準ずる者と

して規則で定める者を含む。以下この条にお

いて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子

の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の

午前5時までの間をいう。以下この項において

同じ。)において常態として当該子を養育する

ことができるものとして市長の定める者に該

当する場合における当該職員を除く。)が、規

則で定めるところにより、当該子を養育する

ために請求した場合には、公務の正常な運営

を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさ

せてはならない。 
2及び3 略 2及び3 略 
4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員に

ついて準用する。この場合において、第1項中

「小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員(職員の配偶者で当該子の親であるもの

が、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの

間をいう。以下この項において同じ。)におい

て常態として当該子を養育することができる

ものとして市長の定める者に該当する場合に

おける当該職員を除く。)が、規則で定めると

4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員に

ついて準用する。この場合において、第1項中

「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明
治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定に

より職員が当該職員との間における同項に規

定する特別養子縁組の成立について家庭裁判

所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限る。)であっ

て、当該職員が現に監護するもの、児童福祉
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ころにより、当該子を養育」とあり、並びに

第2項及び前項中「小学校就学の始期に達する

までの子のある職員が、規則で定めるところ

により、当該子を養育」とあるのは「要介護

者のある職員が、規則で定めるところによ

り、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜

における」とあるのは「深夜(午後10時から翌

日の午前5時までの間をいう。)における」

と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処

理するための措置を講ずることが著しく困難

である」とあるのは「公務の運営に支障があ

る」と読み替えるものとする。 

法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の

規定により同法第6条の4第2号に規定する養子

縁組里親である職員に委託されている児童そ

の他これらに準ずる者として規則で定める者

を含む。以下この条において同じ。)のある職

員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、

深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間を

いう。以下この項において同じ。)において常

態として当該子を養育することができるもの

として市長の定める者に該当する場合におけ

る当該職員を除く。)が、規則で定めるところ

により、当該子を養育」とあり、並びに第2項
及び前項中「小学校就学の始期に達するまで

の子のある職員が、規則で定めるところによ

り、当該子を養育」とあるのは「要介護者の

ある職員が、規則で定めるところにより、当

該要介護者を介護」と、第1項中「深夜におけ

る」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午

前5時までの間をいう。)における」と、第2項
中「当該請求をした職員の業務を処理するた

めの措置を講ずることが著しく困難である」

とあるのは「公務の運営に支障がある」と読

み替えるものとする。 
  
厚木市病院事業企業職員の給与の種類及び基

準に関する条例の一部改正（附則第２項関

係） 

厚木市病院事業企業職員の給与の種類及び基

準に関する条例の一部改正（附則第２項関

係） 
(給与の減額) (給与の減額) 

第5条 略 第5条 略 
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学

の始期に達するまでの子を養育するため1日の

勤務時間の全部又は一部を勤務しないことを

いう。)、高齢者部分休業(当該職員が当該職員

に係る定年退職日から5年を超えない範囲内に

おいて管理者が定める期間遡った日後の日

で、当該職員の申請において示した日からそ

の定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間

の一部について勤務しないことをいう。)、介

護休暇若しくは介護時間(当該職員が配偶者、

父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定

する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が

指定する期間にわたり日常生活を営むのに支

障があるものの介護をするため、勤務しない

ことが相当であると認められる場合における

休暇をいう。)又は子育て部分休暇(当該職員が

その小学校就学の始期から12歳に達する日以

後の最初の3月31日までの間にある子を養育す

るため1日の勤務時間の全部又は一部につき勤

務しないことが相当であると認められる場合

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学

の始期に達するまでの子を養育するため1日の

勤務時間の全部又は一部を勤務しないことを

いう。)、高齢者部分休業(当該職員が当該職員

に係る定年退職日から5年を超えない範囲内に

おいて管理者が定める期間遡った日後の日

で、当該職員の申請において示した日からそ

の定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間

の一部について勤務しないことをいう。)又は

介護休暇若しくは介護時間(当該職員が配偶

者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が

指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理

者が指定する期間にわたり日常生活を営むの

に支障があるものの介護をするため、勤務し

ないことが相当であると認められる場合にお

ける休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない

場合には、その勤務しない1時間につき、勤務

1時間当たりの給与額を減額して給与を支給す

る。 
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における休暇をいう。)の承認を受けて勤務し

ない場合には、その勤務しない1時間につき、

勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支

給する。 
  

 



議案第１９号 

 

 

厚木市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 

厚木市職員の給与に関する条例の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

令和８年２月１８日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

一般職職員の給与について、今年度の人事院勧告に沿って改定するため、本条例の一部

を改正する。 
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厚木市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

厚木市職員の給与に関する条例（昭和32年厚木市条例第21号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第８条の２第３項第１号中「以下この号」を「第５項」に、「いう。）。」を

「いう。）」に改め、同号ただし書を削り、同項第２号中「次に掲げる職員の区

分に応じ、」を削り、「それぞれ次に」を「38,700円を超えない範囲内で自動車

等の使用距離の区分に応じて規則で」に改め、同号アからスまでを削り、同項第

３号中「（１箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円

を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給

単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額）」を削り、

同条第７項を同条第９項とし、同条第６項中「自動車等」の次に「及び駐車場等」

を加え、同項を同条第８項とし、同条第５項を同条第７項とし、同条第４項中

「月」の次に「（当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定

める場合にあっては、その翌月）」を加え、同項を同条第６項とし、同条第３項

の次に次の２項を加える。 

４ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（そ

の所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第１号及び

第８項において「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを

常例とするもの（規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前項の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲

内で１箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

５ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が２

以上ある場合においては、その合計額）、第３項第２号に定める額及び前項第

１号に定める額の合計額が55,000円を超える職員の通勤手当の額は、前２項

の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長

い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額

とする。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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新旧対照表 
新 旧 

(通勤手当) (通勤手当) 
第8条の2 略 第8条の2 略 
2 略 2 略 
3 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。 
3 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。 
(1) 第1項第1号に掲げる職員 支給単位期間

につき、規則で定めるところにより算出し

たその者の支給単位期間の通勤に要する運

賃等の額に相当する額(第5項において「運

賃等相当額」という。) 

(1) 第1項第1号に掲げる職員 支給単位期間

につき、規則で定めるところにより算出し

たその者の支給単位期間の通勤に要する運

賃等の額に相当する額(以下この号において

「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃

等相当額を支給単位期間の月数で除して得

た額(以下この号及び第3号において「1箇月

当たりの運賃等相当額」という。)が55,000
円を超えるときは、支給単位期間につき、5
5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た

額(当該職員が2以上の交通機関等を利用す

るものとして当該運賃等の額を算出する場

合において、1箇月当たりの運賃等相当額の

合計額が55,000円を超えるときは、当該職

員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最

も長い支給単位期間につき、55,000円に当

該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とす

る。 
(2) 第1項第2号に掲げる職員 支給単位期間

につき、38,700円を超えない範囲内で自動

車等の使用距離の区分に応じて規則で定め

る額(短時間勤務職員のうち、1箇月当たり

の通勤回数を考慮して規則で定める職員に

あっては、その額から、その額に規則で定

める割合を乗じて得た額を減じた額) 

(2) 第1項第2号に掲げる職員 次に掲げる職

員の区分に応じ、支給単位期間につき、そ

れぞれ次に定める額(短時間勤務職員のう

ち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則

で定める職員にあっては、その額から、そ

の額に規則で定める割合を乗じて得た額を

減じた額) 
 ア 自動車等の使用距離(以下この号におい

て「使用距離」という。)が片道5キロメ

ートル未満である職員 3,500円 
 イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キ

ロメートル未満である職員 4,800円 
 ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15

キロメートル未満である職員 7,300円 
 エ 使用距離が片道15キロメートル以上20

キロメートル未満である職員 10,400円 
 オ 使用距離が片道20キロメートル以上25

キロメートル未満である職員 13,500円 
 カ 使用距離が片道25キロメートル以上30

キロメートル未満である職員 16,600円 
 キ 使用距離が片道30キロメートル以上35

キロメートル未満である職員 19,700円 
 ク 使用距離が片道35キロメートル以上40

参考資料 
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キロメートル未満である職員 22,800円 
 ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45

キロメートル未満である職員 25,900円 
 コ 使用距離が片道45キロメートル以上50

キロメートル未満である職員 29,100円 
 サ 使用距離が片道50キロメートル以上55

キロメートル未満である職員 32,300円 
 シ 使用距離が片道55キロメートル以上60

キロメートル未満である職員 35,500円 
 ス 使用距離が片道60キロメートル以上で

ある職員 38,700円 
(3) 第1項第3号に掲げる職員 交通機関等を

利用せず、かつ、自動車等を使用しないで

徒歩により通勤するものとした場合の通勤

距離、交通機関等の利用距離、自動車等の

使用距離等の事情を考慮して規則で定める

区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定

める額又は前号に定める額 

(3) 第1項第3号に掲げる職員 交通機関等を

利用せず、かつ、自動車等を使用しないで

徒歩により通勤するものとした場合の通勤

距離、交通機関等の利用距離、自動車等の

使用距離等の事情を考慮して規則で定める

区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たり

の運賃等相当額及び前号に定める額の合計

額が55,000円を超えるときは、当該職員の

通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長

い支給単位期間につき、55,000円に当該支

給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号
に定める額又は前号に定める額 

4 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動

車等の駐車のための施設(その所在地及び利用

形態が規則で定める要件を満たすものに限

る。第1号及び第8項において「駐車場等」と

いう。)を利用し、その料金を負担することを

常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の
通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

 

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間

につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月

当たりの駐車場等の料金に相当する額とし

て規則で定める額 

 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 

前項の規定による額 
 

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除

して得た額(交通機関等が2以上ある場合にお

いては、その合計額)、第3項第2号に定める額

及び前項第1号に定める額の合計額が55,000円
を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定

にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支

給単位期間のうち最も長い支給単位期間につ

き、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗

じて得た額とする。 

 

6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通 4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通
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勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る

最初の月(当該月に通勤手当を支給することが

困難な場合として規則で定める場合にあって

は、その翌月)の規則で定める日に支給する。 

勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る

最初の月の規則で定める日に支給する。 

7 略 5 略 
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤

手当の支給の単位となる期間として6箇月を超

えない範囲内で1箇月を単位として規則で定め

る期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当

にあっては、1箇月)をいう。 

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤

手当の支給の単位となる期間として6箇月を超

えない範囲内で1箇月を単位として規則で定め

る期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、

1箇月)をいう。 
9 略 7 略 
  

 



議案第２０号 
 
 

厚木市市税条例の一部を改正する条例について 
 
 
厚木市市税条例の一部を別紙のとおり改正する。 

 
 

令和８年２月１８日提出 
 
 

厚木市長  山 口 貴 裕 
 
 
 
提案理由 
地方税法等の一部改正に伴い、公示送達に係る規定を改めるほか、所要の措置を講ず

るため、本条例の一部を改正する。 
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厚木市市税条例の一部を改正する条例 

 

厚木市市税条例（平成12年厚木市条例第22号）の一部を次のように改正する。 

第５条を次のように改める。 

（公示送達） 

第５条 法第20条の２の規定による公示送達は、公示事項（同条第２項に規定す

る公示事項をいう。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和29

年総理府令第23号。以下「施行規則」という。）第１条の８第１項に規定する

方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとると

ともに、公示事項が記載された書面を厚木市公告式条例（昭和30年厚木市条例

第１号）第２条第２項ただし書に規定する掲示場に掲示し、又は公示事項を市

の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることが

できる状態に置く措置をとることによってするものとする。 

第８条第１項中「地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「施行規

則」という。）」を「施行規則」に改める。 

第13条の２第１項各号列記以外の部分中「次のとおり」を「所得税法（昭和40

年法律第33号）第78条第２項第２号から第４号までに掲げる寄附金及び租税特

別措置法（昭和32年法律第26号）第41条の18の２第２項に規定する特定非営利活

動に関する寄附金のうち、神奈川県の区域内に事務所又は事業所を有する法人

又は団体に対するもの」に改め、同項各号を削る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日又は地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律

第１号）附則第１条第12号に規定する政令で定める日のいずれか遅い日から

施行する。ただし、第13条の２第１項の改正規定及び附則第４項の規定は、令

和９年１月１日から施行する。 

（公示送達に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の厚木市市税条例（以下「新条例」という。）第５条

の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後にする公示送

達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。 

３ 施行日が令和８年４月１日前の場合には、施行日から同年３月31日までの

間における新条例第５条の規定の適用については、同条中「第２条第２項ただ

し書」とあるのは、「第２条第２項」とする。 

（個人の市民税に関する経過措置） 

４ 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項

の規定の適用がある場合における新条例第13条の２第１項の規定の適用につ

いては、同項中「掲げる寄附金」とあるのは、「掲げる寄附金（同号に掲げる

寄附金にあっては、所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）

附則第３条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第１

条の規定による改正前の所得税法第78条第３項の規定により特定寄附金とみ

なされるものを含む。）」とする。 
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新旧対照表 
※ 下線部分が変更部分 

新 旧 
(公示送達) (公示送達) 

第5条 法第20条の2の規定による公示送達は、

公示事項(同条第2項に規定する公示事項をい

う。以下この条において同じ。)を地方税法施

行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行

規則」という。)第1条の8第1項に規定する方

法により不特定多数の者が閲覧することがで

きる状態に置く措置をとるとともに、公示事

項が記載された書面を厚木市公告式条例(昭和

30年厚木市条例第1号)第2条第2項ただし書に

規定する掲示場に掲示し、又は公示事項を市

の事務所に設置した電子計算機の映像面に表

示したものの閲覧をすることができる状態に

置く措置をとることによってするものとす

る。 

第5条 法第20条の2の規定による公示送達は、

厚木市公告式条例(昭和30年厚木市条例第1号)
第2条第2項に規定する市役所の掲示場に掲示

して行うものとする。 

  
(納税証明事項) (納税証明事項) 

第8条 施行規則第1条の9第2号に規定する条例

で定める事項は、道路運送車両法(昭和26年法

律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽

自動車又は2輪の小型自動車について天災その

他やむを得ない事由により、軽自動車税の種

別割を滞納している場合において、その旨と

する。 

第8条 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第2
3号。以下「施行規則」という。)第1条の9第2
号に規定する条例で定める事項は、道路運送

車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に

規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動

車について天災その他やむを得ない事由によ

り、軽自動車税の種別割を滞納している場合

において、その旨とする。 
2 略 2 略 
  

(寄附金税額控除の対象とする寄附金) (寄附金税額控除の対象とする寄附金) 
第13条の2 法第314条の7第1項第3号に規定す

る条例で定める寄附金は、所得税法(昭和40年
法律第33号)第78条第2項第2号から第4号まで

に掲げる寄附金及び租税特別措置法(昭和32年
法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特

定非営利活動に関する寄附金のうち、神奈川

県の区域内に事務所又は事業所を有する法人

又は団体に対するものとする。 

第13条の2 法第314条の7第1項第3号に規定す

る条例で定める寄附金は、次のとおりとす

る。 

 (1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2
項第2号及び第3号に掲げる寄附金並びに租

税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条
の18の2第2項に規定する特定非営利活動に

関する寄附金のうち、神奈川県の区域内に

事務所又は事業所を有する法人又は団体に

対するもの 
 (2) 所得税法第78条第3項の規定により特定

寄附金とみなされる金銭のうち、公益信託

参考資料 
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ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条第

1項の規定により神奈川県知事又は神奈川県

教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定

する公益信託の信託財産とするために支出

したもの 
2 略 2 略 
  

 



議案第２１号 

 

 

厚木市子ども育成条例の一部を改正する条例について 

 

 

厚木市子ども育成条例の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

令和８年２月１８日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

こども基本法の制定に伴い、こどもの権利保障に関する規定を設けるほか、所要の措

置を講ずるため、本条例の一部を改正する。 
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厚木市子ども育成条例の一部を改正する条例 

 

厚木市子ども育成条例（平成24年厚木市条例第31号）の一部を次のように改正

する。 

題名を次のように改める。 

厚木市こども育成条例 

第１条中「子ども」を「こども」に改める。 

第２条各号列記以外の部分中「子ども」を「こども」に改め、「取組は」の次

に「、こども基本法（令和４年法律第77号）の趣旨を踏まえ」を加え、同条第３

号中「子ども」を「こども」に改め、同号を同条第４号とし、同条第２号中「最

も重要な」を「第一義的」に、「子ども」を「こども」に改め、同号を同条第３

号とし、同条第１号中「子ども」を「こども」に改め、同号を同条第２号とし、

同条に第１号として次の１号を加える。 

(1) こどもは個人として尊重され、基本的人権が保障されるという認識の下に、
こどもが自己の意見を表明する機会が確保され、その意見が尊重されると

ともに、こどもにとって最善の利益が優先されるよう配慮すること。 

第３条から第５条までを次のように改める。 

（市の責務） 

第３条 市は、市民、子育て関係機関（子育て支援に係る児童福祉施設、教育機

関その他の関係機関及び団体をいう。以下同じ。）、事業者等と協働し、子育

て環境の充実を図るための施策を推進するものとする。 

２ 市は、子育て環境の充実を図るための施策について、調査及び研究を行うと

ともに、その施策を推進するために必要な情報の提供その他の市民に対する

広報及び啓発に努めるものとする。 

（市民の役割） 

第４条 市民は、市が実施する子育て環境の充実を図るための施策について関

心と理解を深めるとともに、市の施策に協力するよう努めるものとする。 

（子育て関係機関の役割） 

第５条 子育て関係機関は、地域における子育ての応援拠点として、その専門的

な知識及び経験をいかし、子育て支援のための活動を行うよう努めるものと

する。 

２ 子育て関係機関は、市が実施する子育て環境の充実を図るための施策に協

力するよう努めるものとする。 

第17条を第18条とし、第16条を削り、第15条を第17条とし、同条の前に次の１

条を加える。 

（こども育成推進委員会） 

第16条 市長は、市が実施する子育て環境の充実を図るための施策を審議する

ため、市民等で構成する厚木市こども育成推進委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

２ 市長は、毎年度、この条例の運用状況について、委員会に報告しなければな

らない。 

３ 委員会は、この条例の運用状況について、市長に意見を述べることができる。 



2 
 

４ 委員会は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第72条第１項の規

定に基づく合議制の機関を兼ねるものとする。 

５ 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。 

６ 委員会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置く

ことができる。 

７ 委員会は、特別の事項を審議させるため、部会を置くことができる。 

８ 委員会は、規則で定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決

とすることができる。 

９ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、

規則で定める。 

 第14条を削る。 

第13条（見出しを含む。）中「あつぎ子ども月間」を「あつぎこども月間」に

改め、同条を第15条とする。 

第12条（見出しを含む。）中「子ども」を「こども」に改め、同条を第14条と

する。 

第11条第２項中「子ども」を「こども」に改め、同条を第13条とする。 

第10条を第12条とする。 

第９条中「子ども」を「こども」に改め、同条を第11条とする。 

第８条中「子ども」を「こども」に改め、同条を第10条とし、第７条を第９

条とし、同条の前に次の１条を加える。 

（こどもの意見の反映） 

第８条 市長は、基本計画その他のこどもに関わる計画又は施策を策定するに

当たっては、対象となるこどもの意見を反映させるために必要な措置を講ず

るものとする。 

第６条第２項中「厚木市子ども育成推進委員会」を「第16条に規定する厚木市

こども育成推進委員会」に改め、同条を第７条とする。 

第５条の次に次の１条を加える。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、子育てを行う労働者の仕事と生活の調和を支援するための

労働条件の整備その他の子育て支援に資する多様な雇用環境の整備に努める

ものとする。 

２ 事業者は、こどもの多様な体験活動の機会の充実を図るため、職場見学の実

施その他の子育てに関する様々な地域貢献活動に取り組むよう努めるものと

する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
(厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

２ 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和43年厚木市
条例第16号）の一部を次のように改正する。 

  第１条第63号中「子ども育成推進委員会」を「こども育成推進委員会」に改
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める。 

  別表63の項中「子ども育成推進委員会」を「こども育成推進委員会」に改め

る。 

（厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例の一部改正） 

３ 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例（令和７年厚木市条例第31号）の一部を次のように改正する。 

別表15の項から100の項までの改正規定中「子ども育成推進委員会の委員」

を「こども育成推進委員会の委員」に改める。 
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新旧対照表 
※ 下線部分が変更部分 

新 旧 
厚木市こども育成条例 厚木市子ども育成条例 

(目的) (目的) 
第1条 この条例は、本市の豊かな自然の中で、
こどもが元気で心豊かに成長するための取組

に関し、基本理念を定めるとともに、父母そ

の他の保護者(以下「保護者」という。)もこど
もと共に成長できるよう応援することによ

り、本市の子育て環境の充実を図ることを目

的とする。 

第1条 この条例は、本市の豊かな自然の中で、
子どもが元気で心豊かに成長するための取組

に関し、基本理念を定めるとともに、父母そ

の他の保護者(以下「保護者」という。)も子ど
もと共に成長できるよう応援することによ

り、本市の子育て環境の充実を図ることを目

的とする。 
(基本理念) (基本理念) 
第2条 こどもが元気で心豊かに成長するための
取組は、こども基本法(令和4年法律第77号)の
趣旨を踏まえ、次に掲げる基本理念にのっと

り行うものとする。 

第2条 子どもが元気で心豊かに成長するための
取組は、次に掲げる基本理念にのっとり行う

ものとする。 

(1) こどもは個人として尊重され、基本的人
権が保障されるという認識の下に、こども

が自己の意見を表明する機会が確保され、

その意見が尊重されるとともに、こどもに

とって最善の利益が優先されるよう配慮す

ること。 

 

(2) こどもが次代の社会を担うかけがえのな
い存在であり、こどもが本来持つ成長する

力を伸ばし、その可能性の扉を開くことが

重要であるという認識の下に、こどもが望

ましい未来に向かい自己実現が図られるよ

う配慮すること。 

(1) 子どもが次代の社会を担うかけがえのな
い存在であり、子どもが本来持つ成長する

力を伸ばし、その可能性の扉を開くことが

重要であるという認識の下に、子どもが望

ましい未来に向かい自己実現が図られるよ

う配慮すること。 
(3) 保護者が子育てについて第一義的責任を
有し、こどもの人格を形成する上で、大き

な役割を担う存在であるという認識の下

に、家庭その他の場において、子育ての意

義が理解され、子育てに伴う誇りと喜びが

より深められるよう配慮すること。 

(2) 保護者が子育てについて最も重要な責任
を有し、子どもの人格を形成する上で、大

きな役割を担う存在であるという認識の下

に、家庭その他の場において、子育ての意

義が理解され、子育てに伴う誇りと喜びが

より深められるよう配慮すること。 
(4) こどもが元気で心豊かに成長することが
でき、保護者が子育てに伴う誇りと喜びを

実感できる環境づくりには、関係者との連

携及び協力が重要であるという認識の下

に、地域社会がこども及びその家族を包み

込む大きな家族となれるよう配慮するこ

と。 

(3) 子どもが元気で心豊かに成長することが
でき、保護者が子育てに伴う誇りと喜びを

実感できる環境づくりには、関係者との連

携及び協力が重要であるという認識の下

に、地域社会が子ども及びその家族を包み

込む大きな家族となれるよう配慮するこ

と。 
(市の責務) (子育て関係機関の役割) 
第3条 市は、市民、子育て関係機関(子育て支
援に係る児童福祉施設、教育機関その他の関

係機関及び団体をいう。以下同じ。)、事業者
等と協働し、子育て環境の充実を図るための

施策を推進するものとする。 

第3条 子育て関係機関(子育て支援に係る児童
福祉施設、教育機関その他の関係機関及び団

体をいう。以下同じ。)は、地域における子育
ての応援拠点として、その専門的な知識及び

経験をいかし、子育て支援のための活動を行

参考資料 



5 
 

 うよう努めるものとする。 
2 市は、子育て環境の充実を図るための施策に
ついて、調査及び研究を行うとともに、その

施策を推進するために必要な情報の提供その

他の市民に対する広報及び啓発に努めるもの

とする。 

2 子育て関係機関は、市が実施する子育て支援
のための施策に協力するよう努めるものとす

る。 

(市民の役割) (事業者の役割) 
第4条 市民は、市が実施する子育て環境の充実
を図るための施策について関心と理解を深め

るとともに、市の施策に協力するよう努める

ものとする。 

第4条 事業者は、子育てを行う労働者の仕事と
生活の調和を支援するための労働条件の整備

その他の子育て支援に資する多様な雇用環境

の整備に努めるものとする。 
 2 事業者は、子どもの多様な体験活動の機会の

充実を図るため、職場見学の実施その他の子

育てに関する様々な地域貢献活動に取り組む

よう努めるものとする。 
(子育て関係機関の役割) (市の責務) 
第5条 子育て関係機関は、地域における子育て
の応援拠点として、その専門的な知識及び経

験をいかし、子育て支援のための活動を行う

よう努めるものとする。 

第5条 市は、保護者、子育て関係機関、事業者
等と協働し、子育て環境の充実を図るための

施策を推進するものとする。 
 

2 子育て関係機関は、市が実施する子育て環境
の充実を図るための施策に協力するよう努め

るものとする。 

2 市は、子育て環境の充実を図るための施策に
ついて、調査及び研究を行うとともに、その

施策を推進するために必要な情報の提供その

他の市民に対する広報及び啓発に努めるもの

とする。 
(事業者の役割)  
第6条 事業者は、子育てを行う労働者の仕事と
生活の調和を支援するための労働条件の整備

その他の子育て支援に資する多様な雇用環境

の整備に努めるものとする。 

 

2 事業者は、こどもの多様な体験活動の機会の
充実を図るため、職場見学の実施その他の子

育てに関する様々な地域貢献活動に取り組む

よう努めるものとする。 

 

(基本計画) (基本計画) 
第7条 略 第6条 略 
2 市長は、基本計画を策定しようとするとき
は、第16条に規定する厚木市こども育成推進
委員会の意見を聴かなければならない。 

2 市長は、基本計画を策定しようとするとき
は、厚木市子ども育成推進委員会の意見を聴

かなければならない。 
(こどもの意見の反映)  
第8条 市長は、基本計画その他のこどもに関わ
る計画又は施策を策定するに当たっては、対

象となるこどもの意見を反映させるために必

要な措置を講ずるものとする。 

 

第9条 略 第7条 略 
(健康の確保及び増進) (健康の確保及び増進) 
第10条 市は、こども及び保護者の健康の確保 第8条 市は、子ども及び保護者の健康の確保及
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及び増進を図るため、母子保健に関する事業

の充実その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

び増進を図るため、母子保健に関する事業の

充実その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 
(教育環境の充実) (教育環境の充実) 
第11条 市は、こどもが健やかに成長できる教
育環境の充実を図るため、こどもの年齢及び

心身の発達段階に応じた様々な学習の機会の

提供、こどもの参加するスポーツ活動の推進

その他の必要な施策を講ずるものとする。 

第9条 市は、子どもが健やかに成長できる教育
環境の充実を図るため、子どもの年齢及び心

身の発達段階に応じた様々な学習の機会の提

供、子どもの参加するスポーツ活動の推進そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 
第12条 略 第10条 略 

(子育てに適した環境の整備) (子育てに適した環境の整備) 
第13条 略 第11条 略 
2 市は、地域の関係者と連携して、セーフコミ
ュニティの推進によるこどもの事故、けが等

の発生の予防その他のこどもが安全で安心し

て成長することができる環境を整備するもの

とする。 

2 市は、地域の関係者と連携して、セーフコミ
ュニティの推進による子どもの事故、けが等

の発生の予防その他の子どもが安全で安心し

て成長することができる環境を整備するもの

とする。 
(こどもの健全育成) (子どもの健全育成) 
第14条 市は、こどもの健全育成を推進するた
め、保護者に対しては家庭教育に関する学習

機会の提供その他の必要な支援を行い、こど

もに対しては多様な体験活動への参加及び地

域社会との交流の機会を提供するものとす

る。 

第12条 市は、子どもの健全育成を推進するた
め、保護者に対しては家庭教育に関する学習

機会の提供その他の必要な支援を行い、子ど

もに対しては多様な体験活動への参加及び地

域社会との交流の機会を提供するものとす

る。 
(あつぎ家庭の日及びあつぎこども月間) (あつぎ家庭の日及びあつぎ子ども月間) 

第15条 市は、市民が家族の絆
きずな

を大切にするた

め、あつぎ家庭の日を、子育てにおける地域

社会が果たす役割の重要性について市民の関

心及び理解を深めるため、あつぎこども月間

を設ける。 

第13条 市は、市民が家族の絆
きずな

を大切にするた

め、あつぎ家庭の日を、子育てにおける地域

社会が果たす役割の重要性について市民の関

心及び理解を深めるため、あつぎ子ども月間

を設ける。 
2 あつぎ家庭の日は毎月の第3水曜日、あつぎ
こども月間は毎年5月とする。 

2 あつぎ家庭の日は毎月の第3水曜日、あつぎ
子ども月間は毎年5月とする。 

3 市は、子育て関係機関及び事業者と連携し、
あつぎ家庭の日及びあつぎこども月間の趣旨

について普及及び啓発に努めるものとする。 

3 市は、子育て関係機関及び事業者と連携し、
あつぎ家庭の日及びあつぎ子ども月間の趣旨

について普及及び啓発に努めるものとする。 
 (子ども育成推進委員会) 

 第14条 市長は、この条例の運用状況の点検及
び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65
号)第72条第1項各号に掲げる事務の処理等を
行うため、市民等で構成する厚木市子ども育

成推進委員会(以下「委員会」という。)を設置
する。 

 2 市長は、毎年度、この条例の運用状況につい
て、委員会に報告しなければならない。 

 3 委員会は、この条例の運用状況について、市
長に意見を述べることができる。 

 4 委員会の組織及び運営について必要な事項
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は、規則で定める。 
(こども育成推進委員会)  
第16条 市長は、市が実施する子育て環境の充
実を図るための施策を審議するため、市民等

で構成する厚木市こども育成推進委員会(以下
「委員会」という。)を設置する。 

 

2 市長は、毎年度、この条例の運用状況につい
て、委員会に報告しなければならない。 

 

3 委員会は、この条例の運用状況について、市
長に意見を述べることができる。 

 

4 委員会は、子ども・子育て支援法(平成24年
法律第65号)第72条第1項の規定に基づく合議
制の機関を兼ねるものとする。 

 

5 委員会は、10人以内の委員をもって組織す
る。 

 

6 委員会に、特別の事項を審議させるため必要
があるときは、臨時委員を置くことができ

る。 

 

7 委員会は、特別の事項を審議させるため、部
会を置くことができる。 

 

8 委員会は、規則で定めるところにより、部会
の議決をもって委員会の議決とすることがで

きる。 

 

9 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及
び運営について必要な事項は、規則で定め

る。 

 

第17条 略 第15条 略 
 (子ども・子育て支援法に基づく機関) 
 第16条 子ども・子育て支援法第72条第1項の規

定に基づく合議制の機関は、第14条第1項に規
定する委員会とする。 

第18条 略 第17条 略 
  
厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正（附則第２項関係） 
厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正（附則第２項関係） 
(趣旨及び適用範囲) (趣旨及び適用範囲) 
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律
第67号)第203条の2第5項の規定により、次に
掲げる者に対する報酬及び費用弁償の額並び

にその支給方法について必要な事項を定める

ものとする。 

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律
第67号)第203条の2第5項の規定により、次に
掲げる者に対する報酬及び費用弁償の額並び

にその支給方法について必要な事項を定める

ものとする。 
(1)～(62) 略 (1)～(62) 略 
(63) こども育成推進委員会の委員 (63) 子ども育成推進委員会の委員 
(64)～(101) 略 (64)～(101) 略 
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別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
番

号 
職名 報酬額 

略 略 略 
6
3 
こども育成推進

委員会の委員 
委員

長 
略 

委員 略 
略 略 略 

 

番

号 
職名 報酬額 

略 略 略 
6
3 
子ども育成推進

委員会の委員 
委員

長 
略 

委員 略 
略 略 略 

 

備考 略 備考 略 

  

厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の一部改

正（附則第３項関係） 

厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の一部改

正（附則第３項関係） 
別表の15の項から100の項までを次のように改
める。 

別表の15の項から100の項までを次のように改
める。 

略 略 略 
6
3 
こども育成推進

委員会の委員 
委員

長 
略 

委員 略 
略 略 略 

 

略 略 略 
6
3 
子ども育成推進

委員会の委員 
委員

長 
略 

委員 略 
略 略 略 

 

  
 



議案第２２号 

 

 

厚木市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

 

厚木市国民健康保険条例の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

令和８年２月１８日提出 

 

 

                   厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

 国民健康保険法等の一部改正に伴い、子ども・子育て支援納付金について定めるほか、

所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改正する。 
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厚木市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

厚木市国民健康保険条例（昭和34年厚木市条例第７号）の一部を次のように改

正する。 

第11条の２を次のように改める。 

（保険料の賦課額） 

第11条の２ 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康保険

法施行令（昭和33年政令第362号）第29条の７第１項第１号に規定する基礎

賦課額をいう。以下同じ。） 

(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課

額（国民健康保険法施行令第29条の７第１項第２号に規定する後期高齢者

支援金等賦課額をいう。以下同じ。） 

(3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法施行令第

29条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同

じ。）につき算定した介護納付金賦課額（国民健康保険法施行令第29条の７

第１項第３号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

(4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金

賦課額（国民健康保険法施行令第29条の７第１項第４号に規定する子ども・

子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

第11条の３第１号イ中「、高齢者医療確保法の規定による」を「及び」に、「及

び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「介護納付金」という。）」の次に

「並びに子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の規定による納付金（以

下「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同号カ中「並びに介護納

付金」を「、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改め、同条第２号

イ中「、病床転換支援金等及び介護納付金」を「及び病床転換支援金等、介護納

付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。 

第15条の７の２第１号及び第15条の８第１号中「同じ。）」の次に「の額」を

加える。 

第15条の14の次に次の５条を加える。 

（子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第15条の15 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第19条及

び第19条の３から第19条の５までの規定により子ども・子育て支援納付金賦

課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含

む。）の総額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。）は、第

１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準

として算定した額とする。ただし、第25条第１項の規定による保険料の減免を

行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見

込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算

定した額とすることができる。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県
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の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援

納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の

額 

イ 第19条の５に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の

被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の

総額 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付

を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係る

ものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保

険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。）のための収入（法第72条の３第１項、第72条

の３の２第１項及び第72条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）

の額 

(3) 当該年度における第25条第１項の規定による子ども・子育て支援納付金

賦課額の減免の額の総額 

（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第15条の16 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該世

帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額

の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に、当該世帯

に属する18歳以上被保険者（国民健康保険法施行令第29条の７第５項第３号

に規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した18歳以上被

保険者均等割額の総額を加算した額とする。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 

第15条の17 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の

所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて

算定する。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第15条の18 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

(1) 所得割 子ども・子育て支援納付金賦課総額から、第15条の15第１号イに

掲げる額の見込額及び同号イに係る同条第３号に掲げる額の見込額の合算

額から同条第１号イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除した額を

控除した額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係

る額」という。）の100分の52に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の

総所得金額等（国民健康保険法施行令第29条の７第５項第４号ただし書に

規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10の２に規定

する方法により補正された後の金額とする。）の総額で除して得た数 

(2) 被保険者均等割 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に

係る額の100分の30に相当する額を当該年度の初日における被保険者の数

で除して得た額 

(3) 18歳以上被保険者均等割 第15条の15第１号イに掲げる額の見込額及び
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同号イに係る同条第３号に掲げる額の見込額の合算額から同条第１号イに

係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除した額を、を当該年度の初日に

おける被保険者の数で除して得た額 

(4) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアか

らウまでに定めるところにより算定した額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 子ども・子育て支援納付金賦課額

の保険料率の算定に係る額の100分の18に相当する額を当該年度の初日

における被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に２分の１を乗じ

て得た数と特定継続世帯の数に４分の１を乗じて得た数の合計数を控除

した数で除して得た額 

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に２分の１を乗じて得

た額 

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に４分の３を乗じ

て得た額 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第４位未満

の端数又は１円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなけ

ればならない。 

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第15条の19 第15条の16の子ども・子育て支援納付金賦課額は、３万円を超える

ことができない。 

第18条第１項中「第15条の７の３」の次に「若しくは第15条の16」を加え、「、

第19条の３第１項（同条第３項」を「若しくは同条第５項各号に定める額、第19

条の３第１項（同条第３項又は第４項」に改め、「第15条の基礎賦課額の被保険

者均等割の保険料率にそれぞれ10分の５を乗じて得た」を削り、「第19条の３第

４項第１号（同条第６項」を「同条第５項（同条第７項又は第８項」に、「第19

条の４第１項各号（同条第３項又は第４項」を「第19条の４第１項各号（同条第

３項から第５項まで」に、「若しくは同条第５項各号（同条第７項又は第８項」

を「、同条第６項各号（同条第８項から第10項まで」に、「の算定」を「若しく

は第19条の５第１項に定める額の算定」に改め、同条第２項中「若しくは第15条

の９」を「、第15条の９若しくは第15条の16」に改め、「次条第１項各号に定め

る額」の次に「若しくは同条第５項各号に定める額」を加え、「第15条の基礎賦

課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の５を乗じて得た」を削り、

「第19条の３第４項第１号」を「同条第５項」に、「若しくは同条第５項各号に

定める額」を「、同条第６項各号に定める額若しくは第19条の５第１項に定める

額」に改める。 

第19条第１項第１号中「第３号」の次に「並びに第５項」を加え、「第１号の

１人当たり軽減額」を「第１項第１号の１人当たり軽減額」に、「第１号の１世

帯当たり軽減額」を「第１項第１号の１世帯当たり軽減額」に改め、同項第２号

中「30万5,000円」を「31万円」に、「第２号の１人当たり軽減額」を「第１項

第２号の１人当たり軽減額」に、「第２号の１世帯当たり軽減額」を「第１項第

２号の１世帯当たり軽減額」に改め、同項第３号中「56万円」を「57万円」に、
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「第３号の１人当たり軽減額」を「第１項第３号の１人当たり軽減額」に、「第

３号の１世帯当たり軽減額」を「第１項第３号の１世帯当たり軽減額」に改め、

同条第２項中「第１号の１人当たり軽減額、第１号の１世帯当たり軽減額、第２

号の１人当たり軽減額、第２号の１世帯当たり軽減額、第３号の１人当たり軽減

額及び第３号の１世帯当たり軽減額」を「第１項第１号の１人当たり軽減額、第

１項第１号の１世帯当たり軽減額、第１項第２号の１人当たり軽減額、第１項第

２号の１世帯当たり軽減額、第１項第３号の１人当たり軽減額及び第１項第３

号の１世帯当たり軽減額」に改め、同条に次の２項を加える。 

５ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ど

も・子育て支援納付金賦課額は、第15条の16の子ども・子育て支援納付金賦課

額から当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が３万円

を超える場合には、３万円）とする。 

(1) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項第

１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあ

っては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10

万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付

義務者 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割

の保険料率に10分の７を乗じて得た額（以下「第５項第１号の１人当たり軽

減額」という。）に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・

子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額、当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以

上被保険者均等割の保険料率に10分の７を乗じて得た額（以下「第５項第１

号の18歳以上の１人当たり軽減額」という。）に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者

均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及び当該年度分の

子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の７を

乗じて得た額（以下「第５項第１号の１世帯当たり軽減額」という。)とを

合算した額 

(2) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項第

１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあ

っては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10

万円を乗じて得た金額を加えた金額）に、31万円に当該年度の保険料賦課期

日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日と

する。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者

の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料

の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 当該年度分の子ども・

子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の５を乗じて

得た額（以下「第５項第２号の１人当たり軽減額」という。）に当該世帯に

属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、当該年度
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分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割の保険料

率に10分の５を乗じて得た額（以下「第５項第２号の18歳以上の１人当たり

軽減額」という。）に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・

子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされ

るものの数を乗じて得た額及び当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦

課額の世帯別平等割の保険料率に10分の５を乗じて得た額（以下「第５項第

２号の１世帯当たり軽減額」という。）とを合算した額 

(3) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項第

１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあ

っては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10

万円を乗じて得た金額を加えた金額）に、57万円に当該年度の保険料賦課期

日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日と

する。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者

の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料

の納付義務者であって前２号に該当する者以外の者 当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の２を乗

じて得た額（以下「第５項第３号の１人当たり軽減額」という。）に当該世

帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額

の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、当該

年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割の保

険料率に10分の２を乗じて得た額（以下「第５項第３号の18歳以上の１人当

たり軽減額」という。）に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割額の算定の対象

とされるものの数を乗じて得た額及び当該年度分の子ども・子育て支援納

付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の２を乗じて得た額（以下「第

５項第３号の１世帯当たり軽減額」という。）とを合算した額 

６ 第15条の18第２項及び第３項の規定は、第５項第１号の１人当たり軽減額、

第５項第１号18歳以上の１人当たり軽減額、第５項第１号の１世帯当たり軽

減額、第５項第２号の１人当たり軽減額、第５項第２号18歳以上の１人当たり

軽減額、第５項第２号の１世帯当たり軽減額、第５項第３号の１人当たり軽減

額、第５項第３号18歳以上の１人当たり軽減額、第５項第３号の１世帯当たり

軽減額の決定について準用する。この場合において、同条第２項及び第３項の

規定中「保険料率」とあるのは、「第５項第１号の１人当たり軽減額、第５項

第１号の18歳以上の１人当たり軽減額、第５項第１号の１世帯当たり軽減額、

第５項第２号の１人当たり軽減額、第５項第２号の18歳以上の１人当たり軽

減額、第５項第２号の１世帯当たり軽減額、第５項第３号の１人当たり軽減額、

第５項第３号の18歳以上の１人当たり軽減額及び第５項第３号の１世帯当た

り軽減額」と読み替えるものとする。 

第19条の２中「及び」を「、第15条の７の４、第15条の10、第15条の17並びに」

に改め、「前条第１項」の次に「（同条第３項又は第４項の規定により読み替え

て準用する場合を含む。）及び同条第５項」を加える。 
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第19条の３第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条第６項中「第４項」

を「第５項」に改め、「後期高齢者支援金等賦課額」と」の次に「、「第19条第

１項各号」とあるのは「第19条第３項の規定により読み替えられた同条第１項各

号」と」を加え、「、「第15条第２項」とあるのは「第15条の７の６第２項」と」

を削り、「第15条第３項」とあるのは」の次に「、」を加え、同項を同条第７項

とし、同条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項

を加える。 

４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につい

て準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・

子育て支援納付金賦課額」と、「第15条」とあるのは「第15条の18」と、第２

項中「第15条第３項」とあるのは、「第15条の18第３項」と読み替えるものと

する。 

第19条の３に次の１項を加える。 

８ 第５項及び第６項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につい

て準用する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・

子育て支援納付金賦課額」と、「第19条第１項各号」とあるのは「第19条第５

項各号」と、「第15条」とあるのは「第15条の18」と、第６項中「第15条第３

項」とあるのは、「第15条の18第３項」と読み替えるものとする。 

第19条の４第１項各号列記以外の部分中「第29条の７第５項第８号」を「第29

条の７第６項第８号」に、「（第５項」を「（第６項」に、「66万円」を「67万

円」に改め、同項第１号中「第32条の10の２」を「第32条の10の３」に改め、同

条第３項及び第４項中「66万円」を「67万円」に改め、同条第８項前段中「第５

項」を「第６項」に、「第６項」を「第７項」に改め、同項後段中「第５項」を

「第６項」に、「66万円」を「67万円」に改め、「17万円」と」の次に「、「第

19条第１項各号」とあるのは「第19条第４項の規定により読み替えられた同条第

１項各号」と」を加え、「第６項」を「第７項」に改め、同項を同条第９項とし、

同条第７項中「第５項」を「第６項」に、「66万円」を「67万円」に改め、「26

万円」と」の次に「、「第19条第１項各号」とあるのは「第19条第３項の規定に

より読み替えられた同条第１項各号」と」を加え、同項を同条第８項とし、同条

第６項を同条第７項とし、同条第５項中「66万円」を「67万円」に改め、同項を

同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

５ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につい

て準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・

子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等

割及び18歳以上被保険者均等割」と、「第12条」とあるのは「第15条の16」と、

「67万円」とあるのは「３万円」と、第２項中「第15条」とあるのは、「第15

条の18」と読み替えるものとする。 

第19条の４に次の１項を加える。 

10 第６項及び第７項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につい

て準用する。この場合において、第６項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・

子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等

割及び18歳以上被保険者均等割」と、「第12条」とあるのは「第15条の16」と、
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「67万円」とあるのは「３万円」と、「第19条第１項各号」とあるのは「第19

条第５項各号」と、第７項中「第15条」とあるのは、「第15条の18」と読み替

えるものとする。 

第19条の４の次に次の１条を加える。 

（18歳に達する日以後の最初の３月31日以前である被保険者の被保険者均等割

額の減額） 

第19条の５ 当該年度において、その世帯に18歳に達する日以後の最初の３月

31日以前である被保険者（以下「18歳未満被保険者」という。）がある場合に

おける当該18歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金

賦課額の被保険者均等割額は、第15条の18の子ども・子育て支援納付金賦課額

の被保険者均等割の保険料率に相当する額（第19条第５項、第19条の３第４項

の規定により読み替えられた同条第１項若しくは同条第８項の規定により読

み替えられた同条第５項又は前条第５項の規定により読み替えられた同条第

１項若しくは同条第10項の規定により読み替えられた同条第６項に規定する

基準に従い当該18歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納

付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額を減額するものとした

場合にあっては、当該減額後の額。以下同じ。）から、当該保険料率に相当す

る額を控除して得た額とする。 

２ 第15条の18第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。こ

の場合において、第15条の18第３項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と

読み替えるものとする。 

 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の厚木市国民健康保険条例の規定は、令和８年度以

後の年度分の保険料について適用し、令和７年度までの年度分の保険料につ

いては、なお従前の例による。 
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新旧対照表 
※ 下線部分が変更部分 

新 旧 
(保険料の賦課額) (保険料の賦課額) 

第11条の2 保険料の賦課額は、次に掲げる額の

合算額とする。 
第11条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に

属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国
民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第
29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をい

う。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課

額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2
号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をい

う。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険

者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3
号に規定する介護納付金賦課被保険者をい

う。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦

課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第

3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下

同じ。)の合算額とする。 
(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算

定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭
和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号
に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。) 

 

(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算

定した後期高齢者支援金等賦課額(国民健康

保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定す

る後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下

同じ。) 

 

(3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被

保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1
項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者

をいう。以下同じ。)につき算定した介護納

付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の

7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額を

いう。以下同じ。) 

 

(4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算

定した子ども・子育て支援納付金賦課額(国
民健康保険法施行令第29条の7第1項第4号に

規定する子ども・子育て支援納付金賦課額

をいう。以下同じ。) 

 

(基礎賦課総額) (基礎賦課総額) 
第11条の3 保険料の賦課額のうち基礎賦課額

(第19条、第19条の3及び第19条の4の規定によ

り基礎賦課額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額することになる額を含む。)
の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第

1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額

の見込額を控除した額を基準として算定した

額とする。ただし、第25条第1項の規定により

保険料を減免する場合については、第1号に掲

第11条の3 保険料の賦課額のうち基礎賦課額

(第19条、第19条の3及び第19条の4の規定によ

り基礎賦課額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額することになる額を含む。)
の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第

1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額

の見込額を控除した額を基準として算定した

額とする。ただし、第25条第1項の規定により

保険料を減免する場合については、第1号に掲

参考資料 
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げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額

を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合

算した額を基準として算定した額とすること

ができる。 

げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額

を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合

算した額を基準として算定した額とすること

ができる。 
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 
ア 略 ア 略 
イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第7
条の規定により読み替えられた法第75条
の7第1項の国民健康保険事業費納付金を

いう。以下この条において同じ。)の納付

に要する費用(県の国民健康保険に関する

特別会計において負担する高齢者医療確

保法の規定による後期高齢者支援金等(以
下「後期高齢者支援金等」という。)及び

病床転換支援金等(以下「病床転換支援金

等」という。)、介護保険法(平成9年法律

第123号)の規定による納付金(以下「介護

納付金」という。)並びに子ども・子育て

支援法(平成24年法律第65号)の規定によ

る納付金(以下「子ども・子育て支援納付

金」という。)の納付に要する費用に充て

る部分を除く。)の額 

イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第7
条の規定により読み替えられた法第75条
の7第1項の国民健康保険事業費納付金を

いう。以下この条において同じ。)の納付

に要する費用(県の国民健康保険に関する

特別会計において負担する高齢者医療確

保法の規定による後期高齢者支援金等(以
下「後期高齢者支援金等」という。)、高

齢者医療確保法の規定による病床転換支

援金等(以下「病床転換支援金等」とい

う。)及び介護保険法(平成9年法律第123
号)の規定による納付金(以下「介護納付

金」という。)の納付に要する費用に充て

る部分を除く。)の額 

ウ～オ 略 ウ～オ 略 
カ その他国民健康保険事業に要する費用

(国民健康保険の事務の執行に要する費用

を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用(県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等及び病床転換支援金等、介

護納付金並びに子ども・子育て支援納付

金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。)を除く。) 

カ その他国民健康保険事業に要する費用

(国民健康保険の事務の執行に要する費用

を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用(県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等及び病床転換支援金等並び

に介護納付金の納付に要する費用に充て

る部分に限る。)を除く。) 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 
ア 略 ア 略 
イ 法附則第7条の規定により読み替えられ

た法第75条の規定により交付を受ける補

助金(国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用(県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する後期高齢者支援

金等及び病床転換支援金等、介護納付金

並びに子ども・子育て支援納付金の納付

に要する費用に充てる部分に限る。以下

このイにおいて同じ。)に係るものを除

く。)及び同条の規定により貸し付けられ

る貸付金(国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用に係るものを除く。)の額 

イ 法附則第7条の規定により読み替えられ

た法第75条の規定により交付を受ける補

助金(国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用(県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する後期高齢者支援

金等、病床転換支援金等及び介護納付金

の納付に要する費用に充てる部分に限

る。以下このイにおいて同じ。)に係るも

のを除く。)及び同条の規定により貸し付

けられる貸付金(国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用に係るものを除

く。)の額 
ウ及びエ 略 ウ及びエ 略 

(3) 略 (3) 略 
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(後期高齢者支援金等賦課総額) (後期高齢者支援金等賦課総額) 

第15条の7の2 保険料の賦課額のうち後期高齢

者支援金等賦課額(第19条、第19条の3及び第1
9条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課

額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額することになる額を含む。)の総額(以下

「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)
は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲

げる額の見込額を控除した額を基準として算

定した額とする。ただし、第25条第1項の規定

により保険料を減免する場合については、第1
号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の

見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込

額を合算した額を基準として算定した額とす

ることができる。 

第15条の7の2 保険料の賦課額のうち後期高齢

者支援金等賦課額(第19条、第19条の3及び第1
9条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課

額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額することになる額を含む。)の総額(以下

「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)
は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲

げる額の見込額を控除した額を基準として算

定した額とする。ただし、第25条第1項の規定

により保険料を減免する場合については、第1
号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の

見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込

額を合算した額を基準として算定した額とす

ることができる。 
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用(県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付

に要する費用に係る部分に限る。次号にお

いて同じ。)の額 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用(県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付

に要する費用に係る部分に限る。次号にお

いて同じ。) 
(2)及び(3) 略 (2)及び(3) 略 
  
(介護納付金賦課総額) (介護納付金賦課総額) 

第15条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦

課額(第19条及び第19条の4の規定により介護

納付金賦課額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額することになる額を含む。)
の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)
は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲

げる額の見込額を控除した額を基準として算

定した額とする。ただし、第25条第1項の規定

により保険料を減免する場合については、第1
号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の

見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込

額を合算した額を基準として算定した額とす

ることができる。 

第15条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦

課額(第19条及び第19条の4の規定により介護

納付金賦課額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額することになる額を含む。)
の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)
は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲

げる額の見込額を控除した額を基準として算

定した額とする。ただし、第25条第1項の規定

により保険料を減免する場合については、第1
号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の

見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込

額を合算した額を基準として算定した額とす

ることができる。 
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用(県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する介護納付

金の納付に要する費用に充てる部分に限る。

次号において同じ。)の額 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用(県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する介護納付

金の納付に要する費用に充てる部分に限る。

次号において同じ。) 
(2)及び(3) 略 (2)及び(3) 略 
  
(子ども・子育て支援納付金賦課総額)  

第15条の15 保険料の賦課額のうち子ども・子

育て支援納付金賦課額(第19条及び第19条の3
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から第19条の5までの規定により子ども・子育

て支援納付金賦課額を減額するものとした場

合にあっては、その減額することになる額を

含む。)の総額(以下「子ども・子育て支援納付

金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の

見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除し

た額を基準として算定した額とする。ただ

し、第25条第1項の規定による保険料の減免を

行う場合においては、第1号に掲げる額の見込

額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額

に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基

準として算定した額とすることができる。 
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額  
ア 当該年度における国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用(県の国民健康

保険に関する特別会計において負担する

子ども・子育て支援納付金の納付に要す

る費用に充てる部分に限る。次号におい

て同じ。)の額 

 

イ 第19条の5に規定する基準に従い子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保険者

均等割額を減額するものとした場合に減

額することとなる額の総額 

 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額  
ア 法附則第7条の規定により読み替えられ

た法第75条の規定により交付を受ける補

助金(国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に係るものに限る。)及び同条

の規定により貸し付けられる貸付金(国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費

用に係るものに限る。)の額 

 

イ その他国民健康保険事業に要する費用

(国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に限る。)のための収入(法第72条の

3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条
の3の3第1項の規定による繰入金を除

く。)の額 

 

(3) 当該年度における第25条第1項の規定によ

る子ども・子育て支援納付金賦課額の減免

の額の総額 

 

(子ども・子育て支援納付金賦課額)  
第15条の16 保険料の賦課額のうち子ども・子

育て支援納付金賦課額は、当該世帯に属する

被保険者につき算定した所得割額及び被保険

者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯に

つき算定した世帯別平等割額の合計額に、当

該世帯に属する18歳以上被保険者(国民健康保

険法施行令第29条の7第5項第3号に規定する18
歳以上被保険者をいう。以下同じ。)につき算
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定した18歳以上被保険者均等割額の総額を加

算した額とする。 
(子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額

の算定) 
 

第15条の17 前条の所得割額は、被保険者に係

る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基

礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の

保険料率を乗じて算定する。 

 

(子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率)  
第15条の18 子ども・子育て支援納付金賦課額

の保険料率は、次のとおりとする。 
 

(1) 所得割 子ども・子育て支援納付金賦課

総額から、第15条の15第1号イに掲げる額の

見込額及び同号イに係る同条第3号に掲げる

額の見込額の合算額から同条第1号イに係る

同条第2号に掲げる額の見込額を控除した額

を控除した額(以下「子ども・子育て支援納

付金賦課額の保険料率の算定に係る額」とい

う。)の100分の52に相当する額を被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康

保険法施行令第29条の7第5項第4号ただし書

に規定する場合にあっては、国民健康保険法

施行規則第32条の10の2に規定する方法によ

り補正された後の金額とする。)の総額で除

して得た数 

 

(2) 被保険者均等割 子ども・子育て支援納

付金賦課額の保険料率の算定に係る額の100
分の30に相当する額を当該年度の初日にお

ける被保険者の数で除して得た額 

 

(3) 18歳以上被保険者均等割 第15条の15第
1号イに掲げる額の見込額及び同号イに係る

同条第3号に掲げる額の見込額の合算額から

同条第1号イに係る同条第2号に掲げる額の

見込額を控除した額を、当該年度の初日に

おける被保険者の数で除して得た額 

 

(4) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに

定めるところにより算定した額 

 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 子

ども・子育て支援納付金賦課額の保険料

率の算定に係る額の100分の18に相当する

額を当該年度の初日における被保険者が

属する世帯の数から特定世帯の数に2分の

1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4
分の1を乗じて得た数の合計数を控除した

数で除して得た額 

 

イ 特定世帯 アに定めるところにより算

定した額に2分の1を乗じて得た額 
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ウ 特定継続世帯 アに定めるところによ

り算定した額に4分の3を乗じて得た額 
 

2 前項に規定する保険料率を決定する場合にお

いて、小数点以下第4位未満の端数又は1円未

満の端数があるときは、これを切り上げるも

のとする。 

 

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定し

たときは、速やかに告示しなければならな

い。 

 

(子ども・子育て支援納付金賦課限度額)  
第15条の19 第15条の16の子ども・子育て支援

納付金賦課額は、3万円を超えることができな

い。 

 

  
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又

は被保険者数の異動等があった場合) 
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又

は被保険者数の異動等があった場合) 
第18条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生

し、又は一世帯に属する被保険者数が増加

し、若しくは減少し、若しくは一世帯に属す

る被保険者が介護納付金賦課被保険者とな

り、若しくは介護納付金賦課被保険者でなく

なった、若しくは国民健康保険法施行令第29
条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等

(以下「特例対象被保険者等」という。)となっ

た場合における当該納付義務者に係る第12
条、第15条の7の3若しくは第15条の16の額(被
保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特
定同一世帯所属者に該当することにより被保

険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象

被保険者等となった場合における当該納付義

務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは

第15条の9の額、次条第1項各号(同条第3項又

は第4項の規定により読み替えて準用する場合

を含む。次項において同じ。)に定める額若し

くは同条第5項各号に定める額、第19条の3第1
項(同条第3項又は第4項の規定により読み替え

て準用する場合を含む。次項において同じ。)
に定める額、同条第5項(同条第7項又は第8項
の規定により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。)に定める額、第19条
の4第1項各号(同条第3項から第5項までの規定

により読み替えて準用する場合を含む。次項

において同じ。)に定める額、同条第6項各号

(同条第8項から第10項までの規定により読み

替えて準用する場合を含む。次項において同

じ。)に定める額若しくは第19条の5第1項に定

める額の算定は、それぞれ、その納付義務が

発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは

減少した日(法第6条第1号から第8号までの規

第18条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生

し、又は一世帯に属する被保険者数が増加

し、若しくは減少し、若しくは一世帯に属す

る被保険者が介護納付金賦課被保険者とな

り、若しくは介護納付金賦課被保険者でなく

なった、若しくは国民健康保険法施行令第29
条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等

(以下「特例対象被保険者等」という。)となっ

た場合における当該納付義務者に係る第12
条、第15条の7の3の額(被保険者数が増加し、

若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に

該当することにより被保険者数が減少した場

合を除く。)又は特例対象被保険者等となった

場合における当該納付義務者に係る世帯別平

等割額を除く。)若しくは第15条の9の額、次

条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。次項にお

いて同じ。)に定める額、第19条の3第1項(同条

第3項の規定により読み替えて準用する場合を

含む。次項において同じ。)に定める第15条の

基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそ

れぞれ10分の5を乗じて得た額、第19条の3第4
項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準

用する場合を含む。次項において同じ。)に定

める額、第19条の4第1項各号(同条第3項又は

第4項の規定により読み替えて準用する場合を

含む。次項において同じ。)に定める額若しく

は同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定

により読み替えて準用する場合を含む。次項

において同じ。)に定める額の算定は、それぞ

れ、その納付義務が発生し、又は被保険者数

が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号
から第8号までの規定のいずれかに該当するこ
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定のいずれかに該当することにより被保険者

数が減少した場合においては、その減少した

日が月の初日であるときに限り、その前日と

する。)若しくは一世帯に属する被保険者が介

護納付金賦課被保険者となり、若しくは介護

納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは

特例対象被保険者等となった日の属する月か

ら、月割をもって行う。 

とにより被保険者数が減少した場合において

は、その減少した日が月の初日であるときに

限り、その前日とする。)若しくは一世帯に属

する被保険者が介護納付金賦課被保険者とな

り、若しくは介護納付金賦課被保険者でなく

なった日若しくは特例対象被保険者等となっ

た日の属する月から、月割をもって行う。 

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場

合における当該納付義務者に係る第12条、第1
5条の7の3、第15条の9若しくは第15条の16の
額又は次条第1項各号に定める額若しくは同条

第5項各号に定める額、第19条の3第1項に定め

る額、同条第5項に定める額、第19条の4第1項
各号に定める額、同条第6項各号に定める額若

しくは第19条の5第1項に定める額の算定は、

その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から

第8号までの規定のいずれかに該当することに

より納付義務が消滅した場合においては、そ

の消滅した日が月の初日であるときに限り、

その前日とする。)の属する月の前月まで、月

割をもって行う。 

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場

合における当該納付義務者に係る第12条、第1
5条の7の3若しくは第15条の9の額又は次条第

1項各号に定める額、第19条の3第1項に定める

第15条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険

料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第19
条の3第4項第1号に定める額、第19条の4第1
項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定

める額の算定は、その納付義務が消滅した日

(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれ

かに該当することにより納付義務が消滅した

場合においては、その消滅した日が月の初日

であるときに限り、その前日とする。)の属す

る月の前月まで、月割をもって行う。 
(低所得者の保険料の減額) (低所得者の保険料の減額) 

第19条 次の各号に該当する納付義務者に対し

て課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額

は、第12条の基礎賦課額から、それぞれ当該

各号に定める額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が第15条の7に規定する額を超える場

合には、同条に規定する額)とする。 

第19条 次の各号に該当する納付義務者に対し

て課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額

は、第12条の基礎賦課額から、それぞれ当該

各号に定める額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が第15条の7に規定する額を超える場

合には、同条に規定する額)とする。 
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

は、その発生した日とする。)現在において

その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯

所属者につき算定した地方税法第314条の2
第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与

額又は事業専従者控除額については、同法第

313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用

せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条
第1項、第3項又は第4項の規定の例によらな

いものとし、山林所得金額又は他の所得と区

分して計算される所得の金額(地方税法附則

第33条の2第5項に規定する上場株式等に係

る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6
第8項又は第11項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額)、同法附則第33条の3
第5項に規定する土地等に係る事業所得等の

金額、同法附則第34条第4項に規定する長期

譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規

定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合

には、その発生した日とする。)現在におい

てその世帯に属する被保険者及び特定同一

世帯所属者につき算定した地方税法第314条
の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者

給与額又は事業専従者控除額については、

同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定

を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33
号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の

例によらないものとし、山林所得金額又は

他の所得と区分して計算される所得の金額

(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上

場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則

第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額)、同

法附則第33条の3第5項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4
項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附

則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金
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条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲

渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項
の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同
法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第
13項若しくは第15項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額)、同法附則第35
条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の

規定の適用がある場合には、その適用後の金

額)、外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律第8
条第2項に規定する特例適用利子等の額、同

条第4項に規定する特例適用配当等の額、租

税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規

定する条約適用利子等の額及び同条第12項
に規定する条約適用配当等の額をいう。以下

この項において同じ。)の算定についても同

様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並

びに他の所得と区分して計算される所得の金

額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第

1号に定める金額(世帯主並びにその世帯に属

する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号

及び第3号並びに第5項において「世帯主

等」という。)のうち、給与所得を有する者

(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に

係る所得税法第28条第1項に規定する給与所

得について同条第3項に規定する給与所得控

除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する

給与等の収入金額が55万円を超える者に限

る。)をいう。以下この号において同じ。)の
数及び公的年金等に係る所得を有する者(前
年中に地方税法第314条の2第1項に規定する

総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規

定する公的年金等に係る所得について同条第

4項に規定する公的年金等控除額の控除を受

けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が60万円を超える者に

限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が110万円を超える者に

限る。)をいい、給与所得を有する者を除

く。)の数の合計数(次号及び第3号並びに第5
項において「給与所得者等の数」という。)
が2以上の場合にあっては、地方税法第314
条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所

得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じ

て得た金額を加えた金額)を超えない世帯に

係る保険料の納付義務者 当該年度分の基礎

賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分

額、同法附則第35条の2第5項に規定する一

般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則

第35条の3第15項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額)、同法附則第35条
の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲

渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11
項又は第35条の3第13項若しくは第15項の

規定の適用がある場合には、その適用後の

金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第

35条の4の2第7項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額)、外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律第8条第2項に規定する

特例適用利子等の額、同条第4項に規定する

特例適用配当等の額、租税条約等実施特例

法第3条の2の2第10項に規定する条約適用

利子等の額及び同条第12項に規定する条約

適用配当等の額をいう。以下この項におい

て同じ。)の算定についても同様とする。以

下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額

が、地方税法第314条の2第2項第1号に定め

る金額(世帯主並びにその世帯に属する被保

険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3
号において「世帯主等」という。)のうち、

給与所得を有する者(前年中に同条第1項に

規定する総所得金額に係る所得税法第28条
第1項に規定する給与所得について同条第3
項に規定する給与所得控除額の控除を受け

た者(同条第1項に規定する給与等の収入金

額が55万円を超える者に限る。)をいう。以

下この号において同じ。)の数及び公的年金

等に係る所得を有する者(前年中に地方税法

第314条の2第1項に規定する総所得金額に

係る所得税法第35条第3項に規定する公的年

金等に係る所得について同条第4項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢

65歳未満の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が60万円を超える者に限り、年齢6
5歳以上の者にあっては当該公的年金等の収

入金額が110万円を超える者に限る。)をい

い、給与所得を有する者を除く。)の数の合

計数(次号及び第3号において「給与所得者

等の数」という。)が2以上の場合にあって

は、地方税法第314条の2第2項第1号に定め

る金額に当該給与所得者等の数から1を減じ

た数に10万円を乗じて得た金額を加えた金

額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務

者 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均



16 
 

の7を乗じて得た額(以下「第1項第1号の1人
当たり軽減額」という。)に、当該世帯に属

する被保険者のうち、当該年度分の基礎賦課

額の被保険者均等割額の算定の対象とされる

ものの数を乗じて得た額と当該年度分の基礎

賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7
を乗じて得た額(以下「第1項第1号の1世帯当

たり軽減額」という。)とを合算した額 

等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(以下「第1号の1人当たり軽減額」とい

う。)に、当該世帯に属する被保険者のう

ち、当該年度分の基礎賦課額の被保険者均

等割額の算定の対象とされるものの数を乗

じて得た額と当該年度分の基礎賦課額の世

帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得

た額(以下「第1号の1世帯当たり軽減額」と

いう。)とを合算した額 
(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合算額が、地方税法第314条の

2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち

給与所得者等の数が2以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等

の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た

金額を加えた金額)に、31万円に当該年度の

保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付

義務が発生した場合には、その発生した日

とする。)現在において当該世帯に属する被

保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合

計数を乗じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務者であっ

て、前号に該当する者以外の者 当該年度

分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料

率に10分の5を乗じて得た額(以下「第1項第

2号の1人当たり軽減額」という。)に、当該

世帯に属する被保険者のうち、当該年度分

の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の

対象とされるものの数を乗じて得た額と当

該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保

険料率に10分の5を乗じて得た額(以下「第1
項第2号の1世帯当たり軽減額」という。)と
を合算した額 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合算額が、地方税法第314条の

2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち

給与所得者等の数が2以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等

の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た

金額を加えた金額)に、30万5,000円に当該

年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料

の納付義務が発生した場合には、その発生

した日とする。)現在において当該世帯に属

する被保険者の数と特定同一世帯所属者の

数の合計数を乗じて得た額を加算した金額

を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

であって、前号に該当する者以外の者 当

該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の

保険料率に10分の5を乗じて得た額(以下

「第2号の1人当たり軽減額」という。)に、

当該世帯に属する被保険者のうち、当該年

度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算

定の対象とされるものの数を乗じて得た額

と当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割

の保険料率に10分の5を乗じて得た額(以下

「第2号の1世帯当たり軽減額」という。)と
を合算した額 

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合算額が、地方税法第314条の

2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち

給与所得者等の数が2以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等

の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た

金額を加えた金額)に、57万円に当該年度の

保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付

義務が発生した場合には、その発生した日

とする。)現在において当該世帯に属する被

保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合

計数を乗じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務者であっ

て、前2号に該当する者以外の者 当該年度

分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合算額が、地方税法第314条の

2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち

給与所得者等の数が2以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等

の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た

金額を加えた金額)に、56万円に当該年度の

保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付

義務が発生した場合には、その発生した日

とする。)現在において当該世帯に属する被

保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合

計数を乗じて得た額を加算した金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務者であっ

て、前2号に該当する者以外の者 当該年度

分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料
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率に10分の2を乗じて得た額(以下「第1項第

3号の1人当たり軽減額」という。)に、当該

世帯に属する被保険者のうち、当該年度分

の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の

対象とされるものの数を乗じて得た額と当

該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保

険料率に10分の2を乗じて得た額(以下「第1
項第3号の1世帯当たり軽減額」という。)と
を合算した額 

率に10分の2を乗じて得た額(以下「第3号の

1人当たり軽減額」という。)に、当該世帯

に属する被保険者のうち、当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象

とされるものの数を乗じて得た額と当該年

度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料

率に10分の2を乗じて得た額(以下「第3号の

1世帯当たり軽減額」という。)とを合算し

た額 
2 第15条第2項及び第3項の規定は、第1項第

1号の1人当たり軽減額、第1項第1号の1世帯

当たり軽減額、第1項第2号の1人当たり軽減

額、第1項第2号の1世帯当たり軽減額、第1
項第3号の1人当たり軽減額及び第1項第3号
の1世帯当たり軽減額の決定について準用す

る。 

2 第15条第2項及び第3項の規定は、第1号の

1人当たり軽減額、第1号の1世帯当たり軽減

額、第2号の1人当たり軽減額、第2号の1世
帯当たり軽減額、第3号の1人当たり軽減額

及び第3号の1世帯当たり軽減額の決定につ

いて準用する。 

3及び4 略 3及び4 略 
5 次の各号に該当する納付義務者に対して課す

る保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援

納付金賦課額は、第15条の16の子ども・子育

て支援納付金賦課額から当該各号に定める額

を減額して得た額(当該減額して得た額が3万
円を超える場合には、3万円)とする。 

 

(1) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山

林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第314
条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のう

ち給与所得者等の数が2以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の

数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金

額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者 当該年度分の子ども・子育

て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険

料率に10分の7を乗じて得た額(以下「第5項
第1号の1人当たり軽減額」という。)に当該

世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均

等割額の算定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額、当該年度分の子ども・子育て支援

納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割の

保険料率に10分の7を乗じて得た額(以下「第

5項第1号の18歳以上の1人当たり軽減額」と

いう。)に当該世帯に属する被保険者のうち

当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課

額の18歳以上被保険者均等割額の算定の対

象とされるものの数を乗じて得た額及び当該

年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の

世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて

得た額(以下「第5項第1号の1世帯当たり軽減
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額」という。)とを合算した額 
(2) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山

林所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が、地方税法第3
14条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等

のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあ

っては、同号に定める金額に当該給与所得

者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加えた金額)に、31万円に当該年

度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の

納付義務が発生した場合にはその発生した

日とする。)現在において当該世帯に属する

被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の

合計数を乗じて得た額を加算した金額を超

えない世帯に係る保険料の納付義務者であ

って前号に該当する者以外の者 当該年度

分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被

保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて

得た額(以下「第5項第2号の1人当たり軽減

額」という。)に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の子ども・子育て支援納

付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対

象とされるものの数を乗じて得た額、当該

年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額

の18歳以上被保険者均等割の保険料率に10
分の5を乗じて得た額(以下「第5項第2号の1
8歳以上の1人当たり軽減額」という。)に当

該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳
以上被保険者均等割額の算定の対象とされ

るものの数を乗じて得た額及び当該年度分

の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯

別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た

額(以下「第5項第2号の1世帯当たり軽減

額」という。)とを合算した額 

 

(3) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山

林所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が、地方税法第3
14条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等

のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあ

っては、同号に定める金額に当該給与所得

者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加えた金額)に、57万円に当該年

度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の

納付義務が発生した場合にはその発生した

日とする。)現在において当該世帯に属する

被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の

合計数を乗じて得た額を加算した金額を超

えない世帯に係る保険料の納付義務者であ

って前2号に該当する者以外の者 当該年度
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分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被

保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて

得た額(以下「第5項第3号の1人当たり軽減

額」という。)に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の子ども・子育て支援納

付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対

象とされるものの数を乗じて得た額、当該

年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額

の18歳以上被保険者均等割の保険料率に10
分の2を乗じて得た額(以下「第5項第3号の1
8歳以上の1人当たり軽減額」という。)に当

該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳
以上被保険者均等割額の算定の対象とされ

るものの数を乗じて得た額及び当該年度分

の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯

別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た

額(以下「第5項第3号の1世帯当たり軽減

額」という。)とを合算した額 
6 第15条の18第2項及び第3項の規定は、第5項

第1号の1人当たり軽減額、第5項第1号の18歳
以上の1人当たり軽減額、第5項第1号の1世帯

当たり軽減額、第5項第2号の1人当たり軽減

額、第5項第2号の18歳以上の1人当たり軽減

額、第5項第2号の1世帯当たり軽減額、第5項
第3号の1人当たり軽減額、第5項第3号の18歳
以上の1人当たり軽減額、第5項第3号の1世帯

当たり軽減額の決定について準用する。この

場合において、同条第2項及び第3項の規定中

「保険料率」とあるのは、「第5項第1号の1人
当たり軽減額、第5項第1号の18歳以上の1人当

たり軽減額、第5項第1号の1世帯当たり軽減

額、第5項第2号の1人当たり軽減額、第5項第2
号の18歳以上の1人当たり軽減額、第5項第2号
の1世帯当たり軽減額、第5項第3号の1人当た

り軽減額、第5項第3号の18歳以上の1人当たり

軽減額及び第5項第3号の1世帯当たり軽減額」

と読み替えるものとする。 

 

(特例対象被保険者等に係る保険料の算定の特

例) 
(特例対象被保険者等に係る保険料の算定の特

例) 
第19条の2 世帯主又はその世帯に属する被保険

者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被

保険者等である場合における第13条第1項、第

15条の7の4、第15条の10、第15条の17並びに

前条第1項(同条第3項又は第4項の規定により

読み替えて準用する場合を含む。)及び同条第5
項の規定の適用については、第13条第1項中

「規定する総所得金額」とあるのは「規定す

る総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金

額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1

第19条の2 世帯主又はその世帯に属する被保険

者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被

保険者等である場合における第13条第1項及び

前条第1項の規定の適用については、第13条第

1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規

定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所

得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28
条第1項に規定する給与所得が含まれている場

合においては、当該給与所得については、同

条第2項の規定によって計算した金額の100分
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項に規定する給与所得が含まれている場合に

おいては、当該給与所得については、同条第2
項の規定によって計算した金額の100分の30に
相当する金額によるものとする。次項におい

て同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるの

は「所得の金額(地方税法」とし、前条第1項第

1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額

(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法

第28条第1項に規定する給与所得が含まれてい

る場合においては、当該給与所得について

は、同条第2項の規定によって計算した金額の

100分の30に相当する金額によるものとし、」

と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方

税法第313条第3項」と、「所得税法(昭和40年
法律第33号)」とあるのは「所得税法」とす

る。 

の30に相当する金額によるものとする。次項

において同じ。)」と、「所得の金額(同法」と

あるのは「所得の金額(地方税法」とし、前条

第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総

所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に

所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含

まれている場合においては、当該給与所得に

ついては、同条第2項の規定によって計算した

金額の100分の30に相当する金額によるものと

し、」と、「同法第313条第3項」とあるのは

「地方税法第313条第3項」と、「所得税法(昭
和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」

とする。 

(未就学児の被保険者均等割額の減額) (未就学児の被保険者均等割額の減額) 
第19条の3 当該年度において、その世帯に6歳
に達する日以後の最初の3月31日以前である被

保険者(以下「未就学児」という。)がある場合

(第5項に掲げる場合を除く。)における当該被

保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額は、第15条の基礎賦課額の被保

険者均等割の保険料率から、当該保険料率

に、それぞれ10分の5を乗じて得た額(同条第2
項の規定により端数の切上げを行った後の額

とする。)を控除して得た額とする。 

第19条の3 当該年度において、その世帯に6歳
に達する日以後の最初の3月31日以前である被

保険者(以下「未就学児」という。)がある場合

(第4項に掲げる場合を除く。)における当該被

保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額は、第15条の基礎賦課額の被保

険者均等割の保険料率から、当該保険料率

に、それぞれ10分の5を乗じて得た額(同条第2
項の規定により端数の切上げを行った後の額

とする。)を控除して得た額とする。 
2及び3 略 2及び3 略 
4 第1項及び第2項の規定は、子ども・子育て支

援納付金賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第1項中「基礎賦課額」とあ

るのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」

と、「第15条」とあるのは「第15条の18」
と、第2項中「第15条第3項」とあるのは、

「第15条の18第3項」と読み替えるものとす

る。 

 

5及び6 略 4及び5 略 
7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合におい

て、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期

高齢者支援金等賦課額」と、「第19条第1項各

号」とあるのは「第19条第3項の規定により読

み替えられた同条第1項各号」と、「第15条」

とあるのは「第15条の7の6」と、前項中「第1
5条第3項」とあるのは、「第15条の7の6第3
項」と読み替えるものとする。 

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合におい

て、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期

高齢者支援金等賦課額」と、「第15条」とあ

るのは「第15条の7の6」と、「第15条第2
項」とあるのは「第15条の7の6第2項」と、前

項中「第15条第3項」とあるのは「第15条の7
の6第3項」と読み替えるものとする。 

8 第5項及び第6項の規定は、子ども・子育て支

援納付金賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第5項中「基礎賦課額」とあ
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るのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」

と、「第19条第1項各号」とあるのは「第19条
第5項各号」と、「第15条」とあるのは「第15
条の18」と、第6項中「第15条第3項」とある

のは、「第15条の18第3項」と読み替えるもの

とする。 
(出産被保険者の保険料の減額) (出産被保険者の保険料の減額) 

第19条の4 当該年度において、世帯に出産被保

険者(国民健康保険法施行令第29条の7第6項第

8号に規定する出産被保険者をいう。以下同

じ。)がある場合(第6項に掲げる場合を除く。)
における当該世帯の納付義務者に対して課す

る保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第12
条の基礎賦課額から、次に掲げる額の合算額

を減額して得た額(当該減額して得た額が67万
円を超える場合には、67万円)とする。 

第19条の4 当該年度において、世帯に出産被保

険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第

8号に規定する出産被保険者をいう。以下同

じ。)がある場合(第5項に掲げる場合を除く。)
における当該世帯の納付義務者に対して課す

る保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第12
条の基礎賦課額から、次に掲げる額の合算額

を減額して得た額(当該減額して得た額が66万
円を超える場合には、66万円)とする。 

(1) 該出産被保険者に係る基礎控除後の総所

得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割

の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じ

て得た額に、当該出産被保険者の出産の予定

日(国民健康保険法施行規則第32条の10の3
で定める場合には、出産の日。第21条の2第
1項及び第2項において同じ。)の属する月(以
下この号において「出産予定月」という。)
の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出

産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産

後期間」という。)のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額 

(1) 該出産被保険者に係る基礎控除後の総所

得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割

の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じ

て得た額に、当該出産被保険者の出産の予定

日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で
定める場合には、出産の日。第21条の2第1項
及び第2項において同じ。)の属する月(以下こ

の号において「出産予定月」という。)の前月

(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月

の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」と

いう。)のうち当該年度に属する月数を乗じて

得た額 
(2) 略 (2) 略 

2 略 2 略 
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合におい

て、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期

高齢者支援金等賦課額」と、「第12条」とあ

るのは「第15条の7の3」と、「67万円」とあ

るのは「26万円」と、前項中「第15条第2項」

とあるのは、「第15条の7の6第2項」と読み替

えるものとする。 

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合において、

第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢

者支援金等賦課額」と、「第12条」とあるのは

「第15条の7の3」と、「66万円」とあるのは

「26万円」と、前項中「第15条第2項」とある

のは、「第15条の7の6第2項」と読み替えるも

のとする。 
4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額

の減額について準用する。この場合におい

て、第1項中「規定する出産被保険者をいう。

以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保

険者(介護納付金賦課被保険者である者に限

る。)をいう。以下この項において同じ。」

と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金

賦課額」と、「第12条」とあるのは「第15条
の9」と、「67万円」とあるのは「17万円」

と、第2項中「第15条第2項」とあるのは、

「第15条の12第2項」と読み替えるものとす

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額

の減額について準用する。この場合において、

第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下

同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者

(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)を
いう。以下この項において同じ。」と、「基礎

賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、

「第12条」とあるのは「第15条の9」と、「66
万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第

15条第2項」とあるのは、「第15条の12第2
項」と読み替えるものとする。 
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る。 
5 第1項及び第2項の規定は、子ども・子育て支

援納付金賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第1項中「基礎賦課額」とあ

るのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」

と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険

者均等割及び18歳以上被保険者均等割」と、

「第12条」とあるのは「第15条の16」と、

「67万円」とあるのは「3万円」と、第2項中

「第15条」とあるのは、「第15条の18」と読

み替えるものとする。 

 

6 当該年度において、第19条に規定する基準に

従い保険料を減額するものとした納付義務者

の世帯に出産被保険者がある場合における当

該世帯の納付義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第1
2条の基礎賦課額から、次に掲げる額の合算額

を減額して得た額(当該減額して得た額が67万
円を超える場合には、67万円)とする。 

5 当該年度において、第19条に規定する基準に

従い保険料を減額するものとした納付義務者の

世帯に出産被保険者がある場合における当該世

帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額

のうち基礎賦課額は、当該減額後の第12条の基

礎賦課額から、次に掲げる額の合算額を減額し

て得た額(当該減額して得た額が66万円を超える

場合には、66万円)とする。 
 (1)及び(2) 略  (1)及び(2) 略 
7 略 6 略 
8 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合におい

て、第6項中「基礎賦課額」とあるのは「後期

高齢者支援金等賦課額」と、「第12条」とあ

るのは「第15条の7の3」と、「67万円」とあ

るのは「26万円」と、「第19条第1項各号」と

あるのは「第19条第3項の規定により読み替え

られた同条第1項各号」と、前項中「第15条第

2項」とあるのは、「第15条の7の6第2項」と

読み替えるものとする。 

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合におい

て、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期

高齢者支援金等賦課額」と、「第12条」とあ

るのは「第15条の7の3」と、「66万円」とあ

るのは「26万円」と、前項中「第15条第2項」

とあるのは、「第15条の7の6第2項」と読み替

えるものとする。 

9 第6項及び第7項の規定は、介護納付金賦課額

の減額について準用する。この場合におい

て、第6項中「出産被保険者」とあるのは「出

産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者

に限る。以下この項において同じ。)」と、

「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課

額」と、「第12条」とあるのは「第15条の9」
と、「67万円」とあるのは「17万円」と、

「第19条第1項各号」とあるのは「第19条第4
項の規定により読み替えられた同条第1項各

号」と、第7項中「第15条第2項」とあるの

は、「第15条の12第2項」と読み替えるものと

する。 

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額

の減額について準用する。この場合におい

て、第5項中「出産被保険者」とあるのは「出

産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者

に限る。以下この項において同じ。)」と、

「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課

額」と、「第12条」とあるのは「第15条の9」
と、「66万円」とあるのは「17万円」と、第6
項中「第15条第2項」とあるのは、「第15条の

12第2項」と読み替えるものとする。 

10 第6項及び第7項の規定は、子ども・子育て

支援納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第6項中「基礎賦課額」と

あるのは「子ども・子育て支援納付金賦課

額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被
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保険者均等割及び18歳以上被保険者均等割」

と、「第12条」とあるのは「第15条の16」
と、「67万円」とあるのは「3万円」と、「第

19条第1項各号」とあるのは「第19条第5項各

号」と、第7項中「第15条」とあるのは、「15
条の18」と読み替えるものとする。 
(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前で

ある被保険者の被保険者均等割額の減額) 
 

第19条の5 当該年度において、その世帯に18歳
に達する日以後の最初の3月31日以前である被

保険者(以下「18歳未満被保険者」という。)が
ある場合における当該18歳未満被保険者に係

る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦

課額の被保険者均等割額は、第15条の18の子

ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均

等割の保険料率に相当する額(第19条第5項、

第19条の3第4項の規定により読み替えられた

同条第1項若しくは同条第8項の規定により読

み替えられた同条第5項又は前条第5項の規定

により読み替えられた同条第1項若しくは同条

第10項の規定により読み替えられた同条第6項
に規定する基準に従い当該18歳未満被保険者

に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当

する額を減額するものとした場合にあって

は、当該減額後の額。以下同じ。)から、当該

保険料率に相当する額を控除して得た額とす

る。 

 

2 第15条の18第3項の規定は、前項に規定する

額の決定について準用する。この場合におい

て、第15条の18第3項の規定中「保険料率」と

あるのは「額」と読み替えるものとする。 
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提案理由 

 介護保険法施行令の一部改正に伴い、保険料率の算定に関する合計所得の額の算定方法

の特例を設けるほか、所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改正する。 
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厚木市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

厚木市介護保険条例（平成12年厚木市条例第４号）の一部を次のように改正す

る。 

附則に次の２条を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第９条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において当該保険

料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の

規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住

所を有する者（同法第294条第３項の規定により当該市町村の住民基本台帳に

記録されている者とみなされた者を含む。）に限る。以下この条及び次条第１

項において同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれてい

る者（同年中の給与等（所得税法第28条第１項に規定する給与等をいう。以下

同じ。）の収入金額が551,000円以上651,000円未満である者に限る。）の令和

８年度における保険料率の算定についての第３条第１項（第６号ア、第７号ア、

第８号ア、第９号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、

第15号ア、第16号ア及び第17号アに係る部分に限る。）の規定の適用について

は、同項第６号ア中「地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第13号

に規定する合計所得金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４

第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、

第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定の適用

がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別

控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零と

する。以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方税法（昭和25年法律

第226号）第292条第１項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得

金額に所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給与所得が含

まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によ

って計算した金額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額か

ら550,000円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法

（昭和32年法律第26号）による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得

金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、

当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれてい

る者（同年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満である者

に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項（第

６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第

13号ア、第14号ア、第15号ア、第16号ア及び第17号アに係る部分に限る。）の

規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和25年法律第226号）

第292条第１項第13号に規定する合計所得金額（租税特別措置法（昭和32年法

律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１

項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項

又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の
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２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が

零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額

（地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第13号に規定する合計所得

金額をいい、当該合計所得金額に所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１

項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額につい

ては、同条第２項の規定によって計算した金額に100,000円を加えた額による

ものとし、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）による特別控除の適用があ

る場合には、当該合計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除

額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。

以下同じ。）」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれてい

る者（同年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満である

者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項

（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、

第13号ア、第14号ア、第15号ア、第16号ア及び第17号アに係る部分に限る。）

の規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和25年法律第226号）

第292条第１項第13号に規定する合計所得金額（租税特別措置法（昭和32年法

律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１

項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項

又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の

２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が

零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、「合計所得金額

（地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第13号に規定する合計所得

金額をいい、当該合計所得金額に所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１

項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額につい

ては、同条第２項の規定によって計算した金額に650,000円から令和７年給与

所得控除額（令和７年中の所得税法第28条第１項に規定する給与等の収入金

額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年

法律第13号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５の給与等の金額

として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等

の金額を控除して得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるものと

し、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）による特別控除の適用がある場合

には、当該合計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下

同じ。）」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第10条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第３

条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯

主及び全ての世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は

第３号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、

同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

(1) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保
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険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者

を除く。）であって、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦

課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有するもの（同法第

294条第３項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者

とみなされた者を含む。） 

(2) 地方税法第295条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分

の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアから

ウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり、

かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中

の給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であ

り、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が

100,000円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満で

あり、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、

650,000円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を

所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第１条の規定に

よる改正前の所得税法別表第５（以下「別表第５」という。）の給与等の

金額として、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所

得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である

場合 

(3) 地方税法第295条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分

の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアから

ウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり、

かつ、地方税法第295条第３項に規定する政令で定める基準に従い当該市

町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、

同年中の給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額以下である

場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であ

り、かつ、地方税法第295条第３項に規定する政令で定める基準に従い当

該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額

が100,000円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満で

あり、かつ、地方税法第295条第３項に規定する政令で定める基準に従い

当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た

額が、650,000円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入

金額を別表第５の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じ

て求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を

控除して得た額以下である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第
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１項の規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者

に該当し、かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するとき

は、当該第１号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課

されている者とみなす。 

 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の附則第９条及び第10条の規定により算定する保険

料に係る第10条第２項の規定の適用については、同項ただし書中「期限内に提

出できないことについてやむを得ない理由がある」とあるのは、「やむを得な

い理由がある」とする。 
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新旧対照表 
新 旧 

附 則  
(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の

額の算定方法の特例) 
 

第9条 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の

賦課期日において当該保険料を賦課する市町

村に住所を有しない者を除き、令和8年度分の

地方税法の規定による市町村民税の賦課期日

において当該保険料を賦課する市町村に住所

を有する者(同法第294条第3項の規定により当

該市町村の住民基本台帳に記録されている者

とみなされた者を含む。)に限る。以下この条

及び次条第1項において同じ。)のうち、令和7
年の合計所得金額に給与所得が含まれている

者(同年中の給与等(所得税法第28条第1項に規

定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額

が551,000円以上651,000円未満である者に限

る。)の令和8年度における保険料率の算定に

ついての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8
号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12
号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア、第16
号ア及び第17号アに係る部分に限る。)の規定

の適用については、同項第6号ア中「地方税法

(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に

規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32
年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2
項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条
の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、

第35条の3第1項又は第36条の規定の適用があ

る場合には、当該合計所得金額から令第22条
の2第2項に規定する特別控除額を控除して得

た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場

合には、零とする。以下同じ。)」とあるの

は、「合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第

226号)第292条第1項第13号に規定する合計所

得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法

(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する

給与所得が含まれている場合には、当該給与

所得の金額については、同条第2項の規定によ

って計算した金額に令和7年中の同条第1項に

規定する給与等の収入金額から550,000円を控

除して得た額を加えた額によるものとし、租

税特別措置法(昭和32年法律第26号)による特

別控除の適用がある場合には、当該合計所得

金額から令第22条の2第2項に規定する特別控

除額を控除して得た額とし、当該合計所得金

額が零を下回る場合には、零とする。以下同

じ。)」とする。 

 

参考資料 
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2 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金

額に給与所得が含まれている者(同年中の給与

等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未

満である者に限る。)の令和8年度における保

険料率の算定についての第3条第1項(第6号
ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、

第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、

第15号ア、第16号ア及び第17号アに係る部分

に限る。)の規定の適用については、同項第6
号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第29
2条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税

特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第
1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2
第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35
条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規

定の適用がある場合には、当該合計所得金額

から令第22条の2第2項に規定する特別控除額

を控除して得た額とし、当該合計所得金額が

零を下回る場合には、零とする。以下同

じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法

(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に

規定する合計所得金額をいい、当該合計所得

金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条
第1項に規定する給与所得が含まれている場合

には、当該給与所得の金額については、同条

第2項の規定によって計算した金額に100,000
円を加えた額によるものとし、租税特別措置

法(昭和32年法律第26号)による特別控除の適

用がある場合には、当該合計所得金額から令

第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除

して得た額とし、当該合計所得金額が零を下

回る場合には、零とする。以下同じ。)」とす

る。 

 

3 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金

額に給与所得が含まれている者(同年中の給与

等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未

満である者に限る。)の令和8年度における保険

料率の算定についての第3条第1項(第6号ア、

第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11
号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15
号ア、第16号ア及び第17号アに係る部分に限

る。)の規定の適用については、同項第6号ア中

「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1
項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措

置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若

しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1
項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条
の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定

の適用がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第22条の2第2項に規定する特別控除額を
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控除して得た額とし、当該合計所得金額が零

を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」
とあるのは、「合計所得金額(地方税法(昭和25
年法律第226号)第292条第1項第13号に規定す

る合計所得金額をいい、当該合計所得金額に

所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に

規定する給与所得が含まれている場合には、

当該給与所得の金額については、同条第2項の

規定によって計算した金額に650,000円から令

和7年給与所得控除額(令和7年中の所得税法第

28条第1項に規定する給与等の収入金額から、

当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を

改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定

による改正前の所得税法別表第5の給与等の金

額として、同表により当該金額に応じて求め

た同表の給与所得控除後の給与等の金額を控

除して得た額をいう。)を控除して得た額を加

えた額によるものとし、租税特別措置法(昭和3
2年法律第26号)による特別控除の適用がある

場合には、当該合計所得金額から令第22条の2
第2項に規定する特別控除額を控除して得た額

とし、当該合計所得金額が零を下回る場合に

は、零とする。以下同じ。)」とする。 
(令和8年度の保険料率の算定に関する基準の

特例) 
 

第10条 第1号被保険者の令和8年度における保

険料率の算定についての第3条第1項の規定の

適用については、当該第1号被保険者の属する

世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第1
号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又は第3
号に掲げる者のいずれかに該当する者がある

ときは、当該該当する者は、同年度分の地方

税法の規定による市町村民税が課されている

者とみなす。 

 

(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含ま

れている者(令和8年度分の保険料の賦課期

日において当該保険料を賦課する市町村に

住所を有しない者を除く。)であって、令和

8年度分の地方税法の規定による市町村民税

の賦課期日において当該保険料を賦課する

市町村に住所を有するもの(同法第294条第3
項の規定により当該市町村の住民基本台帳

に記録されている者とみなされた者を含

む。) 

 

(2) 地方税法第295条第1項第2号に掲げる者

に該当し、かつ、令和8年度分の同法の規定

による市町村民税が課されていない者であ

って、次のアからウまでに掲げる場合のい

ずれかに該当するもの 
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ア 令和7年中の給与等の収入金額が551,00
0円以上651,000円未満であり、かつ、1,3
50,000円から同年の合計所得金額を控除

して得た額が、同年中の給与等の収入金

額から550,000円を控除して得た額以下で

ある場合 

 

イ 令和7年中の給与等の収入金額が651,00
0円以上1,619,000円未満であり、かつ、1,
350,000円から同年の合計所得金額を控除

して得た額が100,000円以下である場合 

 

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が1,619,
000円以上1,900,000円未満であり、か

つ、1,350,000円から同年の合計所得金額

を控除して得た額が、650,000円から、同

年中の給与等の収入金額から当該給与等

の収入金額を所得税法等の一部を改正す

る法律(令和7年法律第13号)第1条の規定

による改正前の所得税法別表第5(以下

「別表第5」という。)の給与等の金額と

して、別表第5により当該金額に応じて求

めた別表第5の給与所得控除後の給与等の

金額を控除して得た額を控除して得た額

以下である場合 

 

(3) 地方税法第295条第1項各号に掲げる者に

該当せず、かつ、令和8年度分の同法の規定

による市町村民税が課されていない者であ

って、次のアからウまでに掲げる場合のい

ずれかに該当するもの 

 

ア 令和7年中の給与等の収入金額が551,00
0円以上651,000円未満であり、かつ、地

方税法第295条第3項に規定する政令で定

める基準に従い当該市町村の条例で定め

る金額から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が、同年中の給与等の収入金額

から550,000円を控除して得た額以下であ

る場合 

 

イ 令和7年中の給与等の収入金額が651,00
0円以上1,619,000円未満であり、かつ、

地方税法第295条第3項に規定する政令で

定める基準に従い当該市町村の条例で定

める金額から同年の合計所得金額を控除

して得た額が100,000円以下である場合 

 

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が1,619,
000円以上1,900,000円未満であり、か

つ、地方税法第295条第3項に規定する政

令で定める基準に従い当該市町村の条例

で定める金額から同年の合計所得金額を

控除して得た額が、650,000円から、同年

中の給与等の収入金額から当該給与等の
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収入金額を別表第5の給与等の金額とし

て、別表第5により当該金額に応じて求め

た別表第5の給与所得控除後の給与等の金

額を控除して得た額を控除して得た額以

下である場合 
2 第1号被保険者の令和8年度における保険料率

の算定についての第3条第1項の規定の適用に

ついては、当該第1号被保険者が前項第1号に

掲げる者に該当し、かつ、同項第2号又は第3
号に掲げる者のいずれかに該当するときは、

当該第1号被保険者は、同年度分の地方税法の

規定による市町村民税が課されている者とみ

なす。 

 

  
 



議案第２４号 

 

 

厚木市営体育施設条例の一部を改正する条例について 

 

 

厚木市営体育施設条例の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

令和８年２月１８日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

厚木市営体育施設について、指定管理者が運営を行う施設に玉川野球場を加えるとと

もに、指定管理者の選定方法を公募によるものに改めるほか、所要の措置を講ずるため、

本条例の一部を改正する。 
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厚木市営体育施設条例の一部を改正する条例 

 

厚木市営体育施設条例（昭和59年厚木市条例第27号）の一部を次のように改正

する。 

第３条第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とする。 

第９条第１項中「スポーツの普及及び振興を目的として設立された市内に活

動の本拠となる事務所を有する」を削り、同条第６項中「第８条」を「前条」に

改める。 

 

附 則 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。ただし、第９条第６項の改正

規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の厚木市営体育施設条例を施行するために必要な準

備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 
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新旧対照表 
新 旧 

(使用の許可) (使用の許可) 
第3条 次に掲げる体育施設を使用しようとする

者は、市長の許可を受けなければならない。 
第3条 次に掲げる体育施設を使用しようとする

者は、市長の許可を受けなければならない。 
 (1) 厚木市営玉川野球場 

(1)及び(2) 略 (2)及び(3) 略 
2及び3 略 2及び3 略 
  

(指定管理者による管理等) (指定管理者による管理等) 
第9条 第3条第1項に掲げる体育施設以外の体育

施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67
号)第244条の2第3項の規定により、法人その

他の団体であって市長が指定するもの(以下

「指定管理者」という。)に行わせるものとす

る。 

第9条 第3条第1項に掲げる体育施設以外の体育

施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67
号)第244条の2第3項の規定により、スポーツ

の普及及び振興を目的として設立された市内

に活動の本拠となる事務所を有する法人その

他の団体であって市長が指定するもの(以下

「指定管理者」という。)に行わせるものとす

る。 
2～5 略 2～5 略 
6 前各項に定めるもののほか、体育施設を指定

管理者が管理する場合には、第3条第2項及び

第3項、第4条第2項並びに第5条から前条まで

の規定を準用する。 

6 前各項に定めるもののほか、体育施設を指定

管理者が管理する場合には、第3条第2項及び

第3項、第4条第2項並びに第5条から第8条まで

の規定を準用する。 
  

 

参考資料 



議案第２５号 

 

 

   厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

 

 

 厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

  令和８年２月１８日提出 

 

 

                      厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

 駐車場法施行令の一部改正に伴い、駐車施設を附置すべき対象に共同住宅を加えるほか、

所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改正する。 
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厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例（昭和63年厚木市条例第

４号）の一部を次のように改正する。 

第４条を次のように改める。 

（建築物の新築の場合の駐車施設の附置） 

第４条 別表第１の(1)の項に掲げる面積が2,000平方メートルを超える建築物

を新築しようとする者は、同表の(2)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそ

れぞれ同表の(3)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値（建築物

の延べ面積（駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては屋

外観覧席の部分の面積を含む。以下同じ。）が6,000平方メートルに満たない

場合にあっては、当該合計した数値に同表の(4)の項に掲げる式により算出し

て得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げ

るものとする。）の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建

築物の敷地内に設置しなければならない。 

第４条の次に次の２条を加える。 

（建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置） 

第４条の２ 特定用途（法第20条第１項に規定する特定用途をいう。以下同じ。）

に供する部分の床面積及び戸数（共同住宅の用途に限る。以下この条において

同じ。）が、別表第２の(1)の項に掲げる床面積及び戸数を超える建築物を新

築しようとする者は、同表の(2)の項に掲げる建築物の部分の床面積（共同住

宅の用途にあっては、戸数）をそれぞれ同表の(3)の項に掲げる面積（共同住

宅の用途にあっては、戸数）で除して得た数値を合計した数値（建築物の延べ

面積が6,000平方メートルに満たない場合にあっては、当該合計した数値に同

表の(4)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数

点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。）の台数（10台を超える

場合は10台）以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又

は当該建築物の敷地内に設置しなければならない。ただし、当該建築物の構造

又は敷地の位置、規模等から荷さばきのための駐車施設を設置することが著

しく困難であると市長が認める場合においては、この限りでない。 

２ 前項の規定により設置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台

数は、前条の規定により設置しなければならない駐車施設の台数に含めるこ

とができる。 

（建築物の新築の場合の自動二輪車のための駐車施設の附置） 

第４条の３ 特定用途（共同住宅を除く。）に供する部分の床面積が、2,000平

方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、別表第３の(1)の項に掲

げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表の(2)の項に掲げる面積で除して

得た数値を合計した数値（建築物の延べ面積が6,000平方メートルに満たない

場合にあっては、当該合計した数値に同表の(3)の項に掲げる式により算出し

て得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げ

るものとする。）の台数以上の規模を有する自動二輪車（道路交通法（昭和35
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年法律第105号）第３条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車のうち、

側車付きのものを除いたものをいう。以下同じ。）のための駐車施設を当該建

築物又は当該建築物の敷地内に設置しなければならない。 

第５条を次のように改める。 

（大規模な事務所の特例） 

第５条 事務所の用途に供する部分の床面積が10,000平方メートルを超える建

築物を新築しようとする者については、当該事務所の用途に供する部分の床

面積のうち、10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床

面積にあっては0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまで

の部分の床面積にあっては0.6を、100,000平方メートルを超える部分の床面

積にあっては0.5をそれぞれ乗じて得た面積の合計に10,000平方メートルを

加えた面積を当該事務所の用途に供する部分の床面積とみなして、前３条の

規定を適用する。 

第５条の次に次の１条を加える。 

（大規模な共同住宅の特例） 

第５条の２ 共同住宅の用途に供する部分の戸数が400戸を超える建築物を新

築しようとする者については、当該共同住宅の戸数のうち、400戸を超え800戸

までの部分の戸数にあっては0.5を、800戸を超える部分の戸数にあっては

0.25をそれぞれ乗じて得た戸数の合計に400戸を加えた戸数を当該共同住宅

の戸数とみなして、第４条の２の規定を適用する。 

第６条を次のように改める。 

（建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置） 

第６条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該

用途の変更により特定用途に供する部分の床面積が増加することとなるもの

のために法第20条の２に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしよう

とする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において第

４条から前条までの規定により設置しなければならない駐車施設の規模から、

当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定に

より設置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当

該増築若しくは用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に設置しな

ければならない。 

第８条を次のように改める。 

（駐車の用に供する部分の規模） 

第８条 第４条、第５条又は第６条の規定により設置しなければならない駐車

施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数１台につき幅

2.3メートル以上、奥行５メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、

円滑に出入りさせることができるものとしなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、第４条、第５条又は第６条の規定により設置しな

ければならない駐車施設の台数（以下この項において「附置義務台数」とい

う。）に0.3を乗じて得た台数（小数点以下の端数があるときは、切り上げる

ものとする。）に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.5メート

ル以上、奥行６メートル以上とし、かつ、そのうち少なくとも次の各号に掲げ
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る場合の区分に応じ、当該各号に定める数については、不特定かつ多数の者が

利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する利用居室までの経路ができ

るだけ短くなる位置に設置される車椅子使用者が円滑に利用することができ

る駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行６メートル以上、はり下の高さ

2.3メートル以上としなければならない。ただし、当該建築物の構造又は敷地

の状態から市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 

(1) 附置義務台数が200以下の場合 当該台数に100分の２を乗じて得た数

（小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。） 

(2) 附置義務台数が200を超える場合 当該台数に100分の１を乗じて得た数

（小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。）に２を加えた

数 

３ 第４条の２又は第５条から第６条までの規定により設置しなければならな

い荷さばきのための駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、

幅３メートル以上、奥行き7.7メートル以上、はり下の高さ3.2メートル以上と

し、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるもので

なければならない。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむ

を得ないと認める場合は、この限りでない。 

４ 前項本文の規定にかかわらず、第４条の２又は第５条から第６条までの規

定により設置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数に0.4を

乗じて得た台数（小数点以下の端数があるときは、切り捨てるものとする。）

に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.5メートル以上、奥行６

メートル以上とすることができる。 

５ 第４条の３、第５条又は第６条の規定により設置しなければならない自動

二輪車のための駐車施設のうち、自動二輪車の駐車の用に供する部分の規模

は、駐車台数１台につき幅１メートル以上、奥行2.3メートル以上とし、自動

二輪車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるものとしな

ければならない。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを

得ないと認める場合は、この限りでない。 

第８条の次に次の１条を加える。 

（特殊の装置） 

第８条の２ 第４条、第４条の３、第５条又は第６条の規定により設置しなけれ

ばならない駐車施設において特殊の装置を用いる場合は、駐車場法施行令（昭

和32年政令第340号）第15条に規定する特殊の装置として国土交通大臣が認定

したものと同等の安全性を有するものとし、前条第１項、第２項及び第５項の

規定は、適用しない。 

第９条第１項中「又は敷地」を「若しくは敷地」に改め、「場合」の次に「又

は交通の安全及び円滑化若しくは土地の有効な利用に資するものとして市長が

認める場合」を加え、「200メートル以内」を「300メートル以内」に改め、同条

第２項中「及び構造」を「、構造等」に改める。 

第10条の見出しを「（設置の届出）」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（廃止の届出） 

第10条の２ 第４条から第６条までの規定により駐車施設を設置した者は、当
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該駐車施設を廃止したときは、10日以内に、市長に届け出なければならない。 

第11条を次のように改める。 

（適用除外） 

第11条 次の各号のいずれかに該当する建築物については、第４条から第６条

までの規定は、適用しない。 

 (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第85条に規定する仮設建築物 

 (2) 市長が特に駐車施設を必要としないと認めた建築物 

２ 新たに駐車場整備地区に指定された区域内において、当該地区に指定され

た日から起算して６月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着

手した者については、第４条から第６条までの規定にかかわらず、当該地区の

指定前の例による。 

第12条に次の１項を加える。 

２ 第８条の２の規定により特殊の装置を用いる駐車施設の所有者又は管理者

は、当該特殊の装置の保守点検を定期的に行わなければならない。 

第14条中「第４条、第５条、第６条」を「第４条から第６条まで」に、「当該

違反」を「駐車施設の設置、原状回復その他当該違反」に改める。 

第15条第１項中「10万円以下」を「50万円以下」に改め、同条第２項中「３万

円以下」を「20万円以下」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 第10条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以

下の罰金に処する。 

第16条中「業務」の次に「又は財産」を加える。 

 別表を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

(1) 特定用途（共同住宅を除く。）に供する部分の床面積と特定用途以外の

用途（以下「非特定用途」という。）に供する部分の床面積に２分の１

を乗じて得たものとの合計 

(2) 百貨店その他の

店舗の用途に供

する部分 

事務所の用途 

に供する部分 

特定用途（百貨

店その他の店

舗、事務所及び

共同住宅を除

く。）に供する部

分 

非特定用途に供

する部分 

(3) 300平方メートル 400平方メート

ル 

400平方メート

ル 

900平方メート

ル 

(4)     

      2,000平方メートル×（6,000平方メートル―延べ面積） 

１ ― 

     6,000平方メートル×(1)に掲げる面積―2,000平方メートル×

延べ面積 

備考 (1)の項に規定する部分及び(2)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途に

供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含むものとする。 
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別表第１の次に次の２表を加える。 

別表第２（第４条の２関係） 

(1) 2,000平方メートル 2,000平方メート

ルかつ50戸 

(2) 百 貨 店 そ

の 他 の 店

舗 の 用 途

に 供 す る

部分 

事務所の用

途に供する

部分 

倉 庫 の 用

途 に 供 す

る部分 

特定用途（百

貨店その他

の店舗、事務

所、倉庫及び

共同住宅を

除く。）に供

する部分 

共同住宅の用途

に供する部分 

(3) 3,000 平方

メートル 

5,000平方メ

ートル 

1,500平方

メートル 

4,000平方メ

ートル 

100戸 

(4) 6,000平方メートル―延べ面積 

１ ―  

        ２×延べ面積 

備考 (2)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場に

あっては、屋外観覧席の部分を含むものとする。 

別表第３（第４条の３関係） 

(1) 百貨店その他の店舗の用途に供する

部分 

特定用途（百貨店その他の店舗及

び共同住宅を除く。）に供する部

分  

(2) 3,000平方メートル 8,000平方メートル 

(3) 6,000平方メートル―延べ面積 

１ ―  

        ２×延べ面積 

備考 (1)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場に

あっては、屋外観覧席の部分を含むものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、第15条第１項の改正規定、同条第２項の改正規定及び同条に１項を加

える改正規定は、同年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条

例（以下「改正後の条例」という。）第４条から第６条までの規定は、施行日

から起算して６月を経過した日（以下「適用日」という。）以後に建築物の新

築、増築又は用途の変更（以下この項及び次項において「新築等」という。）

の工事に着手した者について適用し、適用日前に建築物の新築等の工事に着

手した者については、なお従前の例による。 
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３ 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の厚木市建築物における

駐車施設の附置に関する条例（以下この項において「改正前の条例」という。）

の規定により駐車施設を設置した者（適用日に現に改正前の条例による駐車

施設を設置する建築物の新築等に係る工事をしている者を含む。）は、規則で

定めるところにより市長に届け出たときは、改正後の条例の適用を受けるこ

とができる。 

４ 附則第１項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。 
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新旧対照表 
※ 下線部分が変更部分 

新 旧 
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置) (建築物を新築する場合の駐車施設の附置) 
第4条 別表第1の(1)の項に掲げる面積が2,000平
方メートルを超える建築物を新築しようとす

る者は、同表の(2)の項に掲げる建築物の部分
の床面積をそれぞれ同表の(3)の項に掲げる面
積で除して得た数値を合計した数値(建築物の
延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の面積
を除き、観覧場にあっては屋外観覧席の部分

の面積を含む。以下同じ。)が6,000平方メート
ルに満たない場合にあっては、当該合計した

数値に同表の(4)の項に掲げる式により算出し
て得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以

下の端数があるときは、切り上げるものとす

る。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当
該建築物又は当該建築物の敷地内に設置しな

ければならない。 

第4条 法第20条第1項に規定する特定用途(以下
「特定用途」という。)に供する部分(以下「特
定部分」という。)の延べ面積が1,500平方メー
トルを超える建築物を新築しようとする者

は、別表に定めるところにより算定した規模

以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又

はその敷地内に設置しなければならない。 

(建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車
施設の附置) 

 

第4条の2 特定用途(法第20条第1項に規定する
特定用途をいう。以下同じ。)に供する部分の
床面積及び戸数(共同住宅の用途に限る。以下
この条において同じ。)が、別表第2の(1)の項
に掲げる床面積及び戸数を超える建築物を新

築しようとする者は、同表の(2)の項に掲げる
建築物の部分の床面積(共同住宅の用途にあっ
ては、戸数)をそれぞれ同表の(3)の項に掲げる
面積(共同住宅の用途にあっては、戸数)で除し
て得た数値を合計した数値(建築物の延べ面積
が6,000平方メートルに満たない場合にあって
は、当該合計した数値に同表の(4)の項に掲げ
る式により算出して得た数値を乗じて得た数

値とし、小数点以下の端数があるときは、切

り上げるものとする。)の台数(10台を超える場
合は10台)以上の規模を有する荷さばきのため
の駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷

地内に設置しなければならない。ただし、当

該建築物の構造又は敷地の位置、規模等から

荷さばきのための駐車施設を設置することが

著しく困難であると市長が認める場合におい

ては、この限りでない。 

 

2 前項の規定により設置しなければならない荷
さばきのための駐車施設の台数は、前条の規

定により設置しなければならない駐車施設の

台数に含めることができる。 

 

  

参考資料 
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(建築物の新築の場合の自動二輪車のための駐
車施設の附置) 

 

第4条の3 特定用途(共同住宅を除く。)に供する
部分の床面積が、2,000平方メートルを超える
建築物を新築しようとする者は、別表第3の(1)
の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞ

れ同表の(2)の項に掲げる面積で除して得た数
値を合計した数値(建築物の延べ面積が6,000平
方メートルに満たない場合にあっては、当該

合計した数値に同表の(3)の項に掲げる式によ
り算出して得た数値を乗じて得た数値とし、

小数点以下の端数があるときは、切り上げる

ものとする。)の台数以上の規模を有する自動
二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3
条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二

輪車のうち、側車付きのものを除いたものを

いう。以下同じ。)のための駐車施設を当該建
築物又は当該建築物の敷地内に設置しなけれ

ばならない。 

 

(大規模な事務所の特例) (建築物を増築する場合の駐車施設の附置) 
第5条 事務所の用途に供する部分の床面積が1

0,000平方メートルを超える建築物を新築しよ
うとする者については、当該事務所の用途に

供する部分の床面積のうち、10,000平方メー
トルを超え50,000平方メートルまでの部分の
床面積にあっては0.7を、50,000平方メートル
を超え100,000平方メートルまでの部分の床面
積にあっては0.6を、100,000平方メートルを
超える部分の床面積にあっては0.5をそれぞれ
乗じて得た面積の合計に10,000平方メートル
を加えた面積を当該事務所の用途に供する部

分の床面積とみなして、前3条の規定を適用す
る。 

第5条 特定部分の延べ面積が1,500平方メート
ルを超える建築物について特定部分に係る増

築をし、又は特定部分の延べ面積が1,500平方
メートルを超えることとなる増築をしようと

する者については、当該増築後の建築物(当該
建築物にこの条例が施行された日又は当該建

築物の敷地が駐車場整備地区として定められ

た日から起算して6月を経過した日(以下「適
用日」という。)前に新築、増築又は用途の変
更(以下「新築等」という。)に着手した特定部
分があるときは当該部分を除く。)をすべて新
築とみなして前条の規定を適用する。 

(大規模な共同住宅の特例)  
第5条の2 共同住宅の用途に供する部分の戸数
が400戸を超える建築物を新築しようとする者
については、当該共同住宅の戸数のうち、400
戸を超え800戸までの部分の戸数にあっては0.
5を、800戸を超える部分の戸数にあっては0.2
5をそれぞれ乗じて得た戸数の合計に400戸を
加えた戸数を当該共同住宅の戸数とみなし

て、第4条の2の規定を適用する。  

 

(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施
設の附置) 

(建築物の用途を変更する場合の駐車施設の附
置) 

第6条 建築物を増築しようとする者又は建築物
の部分の用途の変更で、当該用途の変更によ

り特定用途に供する部分の床面積が増加する

こととなるもののために法第20条の2に規定す
る大規模の修繕又は大規模の模様替をしよう

第6条 特定部分の延べ面積が1,500平方メート
ルを超える建築物について用途の変更をし、

又は特定部分の延べ面積が1,500平方メートル
を超えることとなる用途の変更をしようとす

る者については、当該用途の変更後の建築物
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とする者は、当該増築又は用途の変更後の建

築物を新築した場合において第4条から前条ま
での規定により設置しなければならない駐車

施設の規模から、当該増築又は用途の変更前

の建築物を新築した場合においてこれらの規

定により設置しなければならない駐車施設の

規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築若

しくは用途の変更に係る建築物又は当該建築

物の敷地内に設置しなければならない。 

(当該建築物に適用日前に新築等に着手した特
定部分があるときは、当該部分を除く。)をす
べて新築とみなして第4条の規定を適用する。 

  
(駐車の用に供する部分の規模) (駐車施設の構造等) 
第8条 第4条、第5条又は第6条の規定により設
置しなければならない駐車施設のうち自動車

の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1
台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル
以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、

円滑に出入りさせることができるものとしな

ければならない。 
 

第8条 第4条から第6条までの規定により設置す
る駐車施設は、駐車の用に供する部分が駐車

台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行き5メ
ートル以上で、自動車が安全に駐車し、円滑

に出入することができるものとしなければな

らない。ただし、特殊の形態又は特殊の装置

を用いる駐車施設で、市長が有効かつ安全に

駐車できると認めたものについては、この限

りでない。 
2 前項の規定にかかわらず、第4条、第5条又は
第6条の規定により設置しなければならない駐
車施設の台数(以下この項において「附置義務
台数」という。)に0.3を乗じて得た台数(小数
点以下の端数があるときは、切り上げるもの

とする。)に係る自動車の駐車の用に供する部
分の規模は、幅2.5メートル以上、奥行6メー
トル以上とし、かつ、そのうち少なくとも次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号

に定める数については、不特定かつ多数の者

が利用し、又は主として高齢者、障害者等が

利用する利用居室までの経路ができるだけ短

くなる位置に設置される車椅子使用者が円滑

に利用することができる駐車施設として、幅3.
5メートル以上、奥行6メートル以上、はり下
の高さ2.3メートル以上としなければならな
い。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状

態から市長がやむを得ないと認める場合は、

この限りでない。 

 

(1) 附置義務台数が200以下の場合 当該台数
に100分の2を乗じて得た数(小数点以下の端
数があるときは、切り上げるものとする。) 

 

(2) 附置義務台数が200を超える場合 当該台
数に100分の1を乗じて得た数(小数点以下の
端数があるときは、切り上げるものとす

る。)に2を加えた数 

 

3 第4条の2又は第5条から第6条までの規定によ
り設置しなければならない荷さばきのための

駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部
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分の規模は、幅3メートル以上、奥行き7.7メ
ートル以上、はり下の高さ3.2メートル以上と
し、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に

出入りさせることができるものでなければな

らない。ただし、当該建築物の構造又は敷地

の状態から市長がやむを得ないと認める場合

は、この限りでない。 
4 前項本文の規定にかかわらず、第4条の2又は
第5条から第6条までの規定により設置しなけ
ればならない荷さばきのための駐車施設の台

数に0.4を乗じて得た台数(小数点以下の端数が
あるときは、切り捨てるものとする。)に係る
自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.
5メートル以上、奥行6メートル以上とするこ
とができる。 

 

5 第4条の3、第5条又は第6条の規定により設置
しなければならない自動二輪車のための駐車

施設のうち、自動二輪車の駐車の用に供する

部分の規模は、駐車台数1台につき幅1メート
ル以上、奥行2.3メートル以上とし、自動二輪
車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさ

せることができるものとしなければならな

い。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状

態から市長がやむを得ないと認める場合は、

この限りでない。 

 

(特殊の装置)  
第8条の2 第4条、第4条の3、第5条又は第6条
の規定により設置しなければならない駐車施

設において特殊の装置を用いる場合は、駐車

場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条に規
定する特殊の装置として国土交通大臣が認定

したものと同等の安全性を有するものとし、

前条第1項、第2項及び第5項の規定は、適用し
ない。 

 

(駐車施設の附置の特例) (駐車施設の附置の特例) 
第9条 第4条から第6条までの規定により駐車施
設を設置しなければならない者が、当該建築

物の構造若しくは敷地の状態により市長がや

むを得ないと認める場合又は交通の安全及び

円滑化若しくは土地の有効な利用に資するも

のとして市長が認める場合において、当該建

築物の敷地からおおむね300メートル以内の場
所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又

は当該建築物の敷地内に設置したものとみな

す。 

第9条 第4条から第6条までの規定により駐車施
設を設置しなければならない者が、当該建築

物の構造又は敷地の状態により市長がやむを

得ないと認める場合において、当該建築物の

敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐
車施設を設けたときは、当該建築物又は当該

建築物の敷地内に設置したものとみなす。 

2 前項の規定により駐車施設を設けようとする
者は、駐車施設の位置、規模、構造等につい

て、あらかじめ市長の承認を受けなければな

らない。承認を受けた事項を変更する場合も

2 前項の規定により駐車施設を設けようとする
者は、駐車施設の位置、規模及び構造につい

て、あらかじめ市長の承認を受けなければな

らない。承認を受けた事項を変更する場合も
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同様とする。 同様とする。 
 (設置の届出)  (届出) 
第10条 略 第10条 略 

(廃止の届出)  
第10条の2 第4条から第6条までの規定により駐
車施設を設置した者は、当該駐車施設を廃止

したときは、10日以内に、市長に届け出なけ
ればならない。 

 

(適用除外) (適用除外) 
第11条 次の各号のいずれかに該当する建築物
については、第4条から第6条までの規定は、
適用しない。 

第11条 次に掲げる者については、第4条から第
6条までの規定は、適用しない。 
 

 (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条
に規定する仮設建築物 

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条
に規定する仮設建築物の新築等をしようと

する者 
 (2) 市長が特に駐車施設を必要としないと認
めた建築物 

(2) この条例の施行後新たに定められた駐車
場整備地区において、当該地区に定められ

た日から起算して6月を経過した日前に建築
物の新築等に着手しようとする者 

2 新たに駐車場整備地区に指定された区域内に
おいて、当該地区に指定された日から起算し

て6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変
更の工事に着手した者については、第4条から
第6条までの規定にかかわらず、当該地区の指
定前の例による。 

 

(駐車施設の管理) (駐車施設の管理) 
第12条 略 第12条 略 
2 第8条の2の規定により特殊の装置を用いる駐
車施設の所有者又は管理者は、当該特殊の装

置の保守点検を定期的に行わなければならな

い。 

 

  
(措置命令) (措置命令) 
第14条 市長は、第4条から第6条まで、第8条又
は第12条の規定に違反した者に対して、相当
の期限を定めて、駐車施設の設置、原状回復

その他当該違反を是正するために必要な措置

をとることを命ずることができる。 

第14条 市長は、第4条、第5条、第6条、第8条
又は第12条の規定に違反した者に対して、相
当の期限を定めて、当該違反を是正するため

に必要な措置をとることを命ずることができ

る。 
(罰則) (罰則) 
第15条 前条の規定に基づく市長の命令に従わ
なかった者は、50万円以下の罰金に処する。 

第15条 前条の規定に基づく市長の命令に従わ
なかった者は、10万円以下の罰金に処する。 

2 第13条第1項の規定による報告を怠り、若し
くは虚偽の報告をし、又は同項の規定による

検査を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは

忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。 

2 第13条第1項の規定による報告を怠り、若し
くは虚偽の報告をし、又は同項の規定による

検査を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは

忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。 
3 第10条の規定に違反して届出をせず、又は虚
偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処
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する。 
(両罰規定) (両罰規定) 
第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代
理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為

をしたときは、その行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対しても同条の刑を科する。 

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代
理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、前条の違反行為をしたと

きは、その行為者を罰するほか、その法人又

は人に対しても同条の刑を科する。 
  
別表第1(第4条関係) 別表(第4条関係) 
(1) 特定用途(共同住宅を除く。)に供する部分
の床面積と特定用途以外の用途(以下「非
特定用途」という。)に供する部分の床面
積に2分の1を乗じて得たものとの合計 

(2) 百貨店
その他

の店舗

の用途

に供す

る部分 

事務所

の用途 

に供す

る部分 

特定用

途(百貨

店その

他の店

舗、事

務所及

び共同

住宅を

除く。)

に供す

る部分 

非特定用

途に供す

る部分 

          (3) 300平
方メー

トル 

400平
方メー

トル 

400平
方メー

トル 

900平方
メートル 

      (4)     2,000平方メートル×(6,000平 
方メートル―延べ面積) 

1 ―  
   6,000平方メートル×(1)に掲げる
面積―2,000平方メートル×延べ面
積 

 
 
 
 

 

 
 

特定

用途

の種

類 

特定部分の

延べ面積 
駐車施設の規模 

業務

系用

途 

1,500平方メ
ートルを超

え、5,000平
方メートル

以下の部分 

延べ面積が

1,500平方メ
ートルを超

える部分の

面積につい

て 

250平方
メートル

までごと

に1台 

5,000平方メ
ートルを超

え、10,000
平方メート

ル以下の部

分 

延べ面積が

5,000平方メ
ートルを超

える部分の

面積につい

て 

300平方
メートル

までごと

に1台 

10,000平方
メートルを

超える部分 

延べ面積が1
0,000平方メ
ートルを超

える部分の

面積につい

て 

350平方
メートル

までごと

に1台 

    商業

系用

途 

1,500平方メ
ートルを超

え、5,000平
方メートル

以下の部分 

延べ面積が

1,500平方メ
ートルを超

える部分の

面積につい

て 

200平方
メートル

までごと

に1台 

5,000平方メ
ートルを超

え、10,000
平方メート

ル以下の部

分 

延べ面積が

5,000平方メ
ートルを超

える部分の

面積につい

て 

250平方
メートル

までごと

に1台 

   10,000平方
メートルを

超える部分 

延べ面積が1
0,000平方メ
ートルを超

える部分の

面積につい

て  

300平方
メートル

までごと

に1台 
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備考 (1)の項に規定する部分及び(2)の項に掲げ
る部分は、駐車施設の用途に供する部分を

除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部

分を含むものとする。 

備考 

 1 この表による駐車施設の規模は、特定部分の
延べ面積のそれぞれの区分ごとに算定した台

数の合計とする。 
 2 この表において、「業務系用途」とは特定用

途のうち事務所、病院、卸売市場、倉庫及び

工場をいい、「商業系用途」とは業務系用途

以外の特定用途をいう。 
 3 この表の「特定部分の延べ面積」には、駐車

施設の用途に供する部分の面積は算入しな

い。 
 4 業務系用途に供する部分及び商業系用途に供

する部分を有する建築物(以下「混合用途建築
物」という。)は、その全部(特定用途以外の用
途に供する部分を除く。以下同じ。)を商業系
用途に供する建築物とみなす。この場合にお

いては、業務系用途に供する部分の面積に3分
の2を乗じて得た面積と商業系用途に供する部
分の面積との合計をその建築物の特定部分の

延べ面積とする。 
 5 前項の規定にかかわらず、混合用途建築物に

ついてその全部を業務系用途に供する建築物

とみなして算定した駐車施設の規模が同項の

規定を適用して算定した規模を超える場合

は、その建築物の全部を業務系用途に供する

建築物とみなす。 
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別表第2(第4条の2関係)  
(1) 2,000平方メートル 2,000平

方メート

ルかつ50
戸 

 (2) 百貨
店そ

の他

の店

舗の

用途

に供

する

部分 

事務

所の

用途

に供

する

部分 

倉庫

の用

途に

供す

る部

分 

特定

用途

(百貨
店そ

の他

の店

舗、

事務

所、

倉庫

及び

共同

住宅

を除

く。)
に供

する

部分 

共同住

宅の用

途に供

する部

分 

 (3) 3,000
平方

メー

トル 

5,000
平方

メー

トル 

1,500
平方

メー

トル 

4,000
平方

メー

トル 

100戸 

(4)     6,000平方メートル―延べ面積 
1 ―  
     2×延べ面積 

 

 

備考 (2)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途
に供する部分を除き、観覧場にあっては、

屋外観覧席の部分を含むものとする。 

 

別表第3(第4条の3関係)  
(1) 百貨店その他の店
舗の用途に供する

部分 

特定用途(百貨店そ
の他の店舗及び共同

住宅を除く。)に供
する部分 

(2) 3,000平方メートル 8,000平方メートル 
(3)     6,000平方メートル―延べ面積 

1 ―  
      2×延べ面積 
 

 

 

備考 (1)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途
に供する部分を除き、観覧場にあっては、

屋外観覧席の部分を含むものとする。 

 

  
 



議案第２６号 

 

 

厚木市立病院の診療費等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 

厚木市立病院の診療費等に関する条例の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

令和８年２月１８日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

物価及び人件費の上昇に即した病院運営に向け、使用料及び手数料の規定を改めるほ

か、所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改正する。 
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厚木市立病院の診療費等に関する条例の一部を改正する条例 

 

厚木市立病院の診療費等に関する条例（平成14年厚木市条例第21号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１中 

「 

種別 金額 

市内 市外 

特別の

療養環

境の提

供に係

る病室

使用料 

特別室 １日につき 25,000円 １日につき 30,000円 

個室Ａ １日につき 12,000円 １日につき 15,000円 

個室Ｂ １日につき 10,000円 １日につき 12,000円 

４人室 １日につき  3,000円 １日につき   3,600円 

分べん

介助料 
管理者が定

める病院の

診療業務等

の時間（以下

「病院の診

療業務等の

時間」とい

う。）におい

て分べん介

助を行った

場合 

80,000円 

（多胎分べんの場合は、80,000円に、胎児の数

から１を減じて得た数に40,000円を乗じて得た

額を加算した額） 

病院の診療

業務等の時

間以外の時

間において

分べん介助

を行った場

合 

112,000円 

（多胎分べんの場合は、112,000円に、胎児の数

から１を減じて得た数に56,000円を乗じて得た

額を加算した額） 

                                  」 

を 
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「 

種別 金額 

特別の

療養環

境の提

供に係

る病室

使用料 

特別室 １日につき 40,000円を超えない範囲内におい

て管理者が定める額 個室Ａ 

個室Ｂ 

４人室 

 

分べん介助料 １児につき 148,000円を超えない範囲内にお

いて管理者が定める額 

                                   」 

に改め、同表新生児介補料の項中「4,000円」を「7,000円を超えない範囲内にお

いて管理者が定める額」に改め、同表死体処置料の項中「3,000円」を「5,500円

を超えない範囲内において管理者が定める額」に改め、同表非紹介患者の初診料

（厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養（平成18年厚生労

働省告示第495号）第２条第４号に規定する初診に際し徴収する使用料をいう。）

の項中「平成18年厚生労働省告示第495号」の次に「。以下「療養告示」という。」

を加え、「7,000円」を「１件につき 7,000円」に改め、同表紹介済患者の再診

料（厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第２条第５号に

規定する再診に際し徴収する使用料をいう。）の項中「厚生労働大臣の定める評

価療養、患者申出療養及び選定療養」を「療養告示」に、「3,000円」を「１件

につき 3,000円」に改め、同項の次に次のように加える。 

多焦点眼内レンズ支給選定療養費

（療養告示第２条第11号に規定す

る多焦点眼内レンズ（以下「多焦点

眼内レンズ」という。）の支給に際

し徴収する使用料をいう。） 

１件につき 水晶体再建に使用する眼鏡

装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レ

ンズの費用から診療報酬の算定方法によ

る水晶体再建術において主に使用する眼

内レンズ（その他のものに限る。）の費用

を控除した額及び当該多焦点眼内レンズ

の支給に当たり必要となる検査（保険外

併用療養費の支給の対象となる検査を除

く。）の費用の額の合計額を基準として管

理者が定める額 
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長期収載品選定療養費（療養告示第

２条第15号に規定する後発医薬品

のある先発医薬品（同号に規定する

新医薬品等をいう。）であって別に

厚生労働大臣が定めるものの処方

等又は調剤（別に厚生労働大臣が定

める場合を除く。）に際し徴収する

使用料をいう。) 

１件につき 療担規則及び薬担規則並び

に療担基準に基づき厚生労働大臣が定め

る掲示事項等（平成 18 年厚生労働省告示

第 107 号）第１の１の３の規定により算

出した額 

 別表第１の備考を削る。 

別表第２中 

「 

１通につき 2,000円 

１通につき 5,000円 

１通につき 3,000円 

１通につき 1,500円 

１通につき 5,000円 

１通につき 3,000円 

                            」 

を 

「 

１通につき 7,000 円を超えない範囲内において管理者が定める額 

                                  」 

に改める。 

 

附 則 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。ただし、別表第１非紹介患者

の初診料（厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養（平成

18年厚生労働省告示第495号）第２条第４号に規定する初診に際し徴収する使

用料をいう。）の項及び紹介済患者の再診料（厚生労働大臣の定める評価療養、

患者申出療養及び選定療養第２条第５号に規定する再診に際し徴収する使用

料をいう。）の項の改正規定並びに同項の次に次のように加える改正規定は、

公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第１特別の療養環境の提供に係る病室使用料

の項から死体処置料の項までの規定及び別表第２の規定は、この条例の施行

の日以後の使用に係る使用料及び申請に係る手数料について適用し、同日前

の使用に係る使用料及び申請に係る手数料については、なお従前の例による。 
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新旧対照表 
※ 下線部分が変更部分 

新 旧 
別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 

種別 金額 
 

特別

の療

養環

境の

提供

に係

る病

室使

用料 

特別室 
 
 

1日につき 40,000
円を超えない範囲内

において管理者が定

める額 個室A 
 

 

個室B 
 

 

4人室 

 

分べん介助料 1児につき 148,000
円を超えない範囲内

において管理者が定

める額 

新生児介補料 1日につき 7,000円
を超えない範囲内に

おいて管理者が定め

る額 
死体処置料 1件につき 5,500円

を超えない範囲内に

おいて管理者が定め

る額 

種別 金額 
市内 市外 

特別

の療

養環

境の

提供

に係

る病

室使

用料 

特別室 1 日につ

き 

25,000円 

1 日につ

き 

30,000円 
個室A 1 日につ

き 

12,000円 

1 日につ

き 

15,000円 
個室B 1 日につ

き 

10,000円 

1 日につ

き 

12,000円 
4人室 1 日につ

き 

3,000円 

1 日につ

き 

3,600円 
分べ

ん介

助料 

管理者が定め

る病院の診療

業務等の時間

(以下「病院の

診療業務等の

時間」とい

う。)において

分べん介助を

行った場合 

80,000円 
(多胎分べんの場合

は、80,000円に、胎児

の数から1を減じて

得た数に40,000円を

乗じて得た額を加算

した額) 

病院の診療業

務等の時間以

外の時間にお

いて分べん介

助を行った場

合 

112,000円 
(多胎分べんの場合

は、112,000円に、胎

児の数から1を減じ

て得た数に56,000円
を乗じて得た額を加

算した額) 
新生児介補料 1日につき 4,000円 

 

 

死体処置料 1件につき 3,000円 
 

 

参考資料 
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非紹介患者の初診料(厚
生労働大臣の定める評

価療養、患者申出療養

及び選定療養 (平成18
年厚生労働省告示第

495号。以下「療養告示」

という。)第2条第4号に

規定する初診に際し徴

収する使用料をいう。) 

1 件につき 7,000 円 

 
 

 

 

 

 

 
 

紹介済患者の再診料(療
養告示第2条第5号に規

定する再診に際し徴収

する使用料をいう。) 
 

 

 

1件につき 3,000円 

多焦点眼内レンズ支給

選定療養費(療養告示第

2条第11号に規定する

多焦点眼内レンズ(以下

「多焦点眼内レンズ」

という。)の支給に際し

徴収する使用料をい

う。) 

1 件につき 水晶体

再建に使用する眼鏡

装用率の軽減効果を

有する多焦点眼内レ

ンズの費用から診療

報酬の算定方法によ

る水晶体再建術にお

いて主に使用する眼

内レンズ(その他のも

のに限る。)の費用を

控除した額及び当該

多焦点眼内レンズの

支給に当たり必要と

なる検査(保険外併用

療養費の支給の対象

となる検査を除く。)
の費用の額の合計額

を基準として管理者

が定める額 
長期収載品選定療養費

(療養告示第2条第15号
に規定する後発医薬品

のある先発医薬品(同号

に規定する新医薬品等

をいう。)であって別に

厚生労働大臣が定める

ものの処方等又は調剤

(別に厚生労働大臣が定

める場合を除く。）に際

し徴収する使用料をい

う。) 

1件につき 療担規

則及び薬担規則並び

に療担基準に基づき

厚生労働大臣が定め

る掲示事項等(平成18
年厚生労働省告示第

107号)第1の1の3の
規定により算出した

額 

略 略 
 

非紹介患者の初診料(厚
生労働大臣の定める評

価療養、患者申出療養

及び選定療養 (平成18
年厚生労働省告示第

495号)第2条第4号に規

定する初診に際し徴収

する使用料をいう。) 
 

7,000円 

紹介済患者の再診料(厚
生労働大臣の定める評

価療養、患者申出療養

及び選定療養第2条第5
号に規定する再診に際

し徴収する使用料をい

う。) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000円 

略 略 
 

 備考 「市内」とは市内に居住し、通勤し、又

は通学する者が使用する場合の使用料をい
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い、「市外」とはそれ以外の者が使用する

場合の使用料をいう。 
別表第2(第2条関係) 別表第2(第2条関係) 

種別 金額 
普通診断書 1通につき 7,000円を超え

ない範囲内において管理者

が定める額 
特別診断書 
死亡診断書 
普通証明書 
特別証明書 
死体検案書 

略 略 
 

種別 金額 
普通診断書 1通につき 2,000円 
特別診断書 1通につき 5,000円 
死亡診断書 1通につき 3,000円 
普通証明書 1通につき 1,500円 
特別証明書 1通につき 5,000円 
死体検案書 1通につき 3,000円 

略 略 
 

  
 


